
保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

616
団
体

537
団
体

達
成
率

92.1 ％ 87.2 ％

目
標

実
績

19,497 人 17,075 人

達
成
率

85.3 ％ 87.6 ％

目
標

3,000 人 3,000 人

実
績

2,174 人 1,781 人

達
成
率

72.5 ％ 59.4 ％

R3年度

小児救急・小児総
合医療センターの
医療体制（1次
（初療）から3次
（重篤）までの小
児救急医療体制
（24時間体制）の
確保・充実）

ボランティア登録
団体数

3,000人
(H27年
度)

34,904

運営体制の
確保・充実

ボラン
ティア
人口の
拡充

前年度
（22,858
人）比増

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

―

31,381

R2年度

1,267,442

―

医療体
制の確
保・充

実

R3年度

総合周産期母子医
療センターにおけ
る医療体制（24時
間体制）の確保・
充実

31,380

運営体制の
確保・充実

受講者
のボラ
ンティ
ア活動
の促進

―

ボラン
ティア
登録団
体の拡

充

23,000
人

(H27年
度)

運営体
制の確

保

1,519,689

―

医療体
制の確
保・充

実

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

―

ボランティア登録
人数

ボランティア大学
校の研修の受講者
数（単年度）

運営体
制の確

保

2

【総合周産期母子
医療センター（市
立医療センター
内）】
・出生前から出産
後まで母子に対す
る専門的な医療を
24時間体制で提供
する。
【小児救急・小児
総合医療センター
（市立八幡病院に
併設）】
・1次（初療）から
3次（重篤）までの
救急医療を24時間
体制で提供する。

❸

総合周産期母
子医療セン
ター及び小児
救急・小児総
合医療セン
ターの運営

地域
福祉
推進
課

前年度比増

前年度比増

　地域福祉活動や
ボランティア活動
を担う人材育成に
資するため、ボラ
ンティア・市民活
動センターと一体
となり、市民に広
く研修機会を提供
する。

ボランティア
活動促進事業

　地域福祉の振興
を図るため、北九
州市社会福祉協議
会が実施している
ボランティアの育
成、コーディネー
ト、活動支援、関
係機関との連携に
よる情報収集・発
信等のボランティ
ア活動促進事業に
対して補助してい
る。

3

前年度
（669団体）

比増

700団体
(H27年
度)

社会福祉ボラ
ンティア大学
校運営委託

❸
④

順調

　総合周産期母子医療セン
ターでは、24時間体制での周
産期医療の提供、ハイリスク
分娩患者の優先的な受入を行
うことができた。
　また、小児救急センターで
は、24時間体制での小児救急
医療の提供を行うことができ
たため、「順調」と判断。

 R5年度予算要求に向けた
施策の方向性

やや
遅れ

2,325

　コロナ禍において、ニー
ズ・関心の高まっている
「新たな福祉課題」に対応
するためのボランティアの
養成や、活動者の資質向上
を図るための取組を進め
る。
 多様な主体同士の連携や、
社会福祉施設や企業等のボ
ランティアが活躍できるた
めの仕組みづくりを検討す
る。
　また、校（地）区単位の
コーディネーターを配置す
ることにより、きめ細やか
な生活支援体制の整備を目
指すとともに、実施予定で
ある重層的支援体制整備事
業における地域づくりを見
据えた事業の見直しを図
る。

順調

4,075

順調

　全国的な医師不足の状況
であるが、必要な医師の確
保や医療器械の更新などに
より、医療体制（24時間体
制）の確保に努める。
　なお、出生数の低下や働
き方改革による医師の負担
軽減に留意する。

　ICTを活用した研修の開催
や、ボランティア・市民活動
の担い手を養成するための講
座を開催した。また、新たな
社会問題に対応する講座の開
催や、研修受講者をボラン
ティア活動の登録につなげる
等の成果はあったが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響に
より、研修受講者数は減少し
たため「やや遅れ」と判断。

【評価理由】
　必要な医師の確保や必要な
医療器械の更新などを行った
ことで、総合周産期母子医療
センターにおいて24時間体制
での周産期医療の提供、小児
救急センターにおいては24時
間体制での小児救急医療の提
供を行うことができているた
め、「順調」と判断。

【課題】
　出生数の低下や働き方改革
による医師の負担軽減の必要
性などに留意する必要があ
る。

順調

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、ボランティア
登録団体数及びボランティア
人口は減少したものの、ボラ
ンティアの育成、活動支援、
コーディネート等を実施し、
ボランティア活動の促進が図
られているため、「順調」と
判断。

【評価理由】
　ボランティアの育成や活動
支援、様々な講座の開催な
ど、それぞれの事業を通じ
て、地域活動を支える市民・
ボランティアの育成につな
がっていると考えるため、
「順調」と判断。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症
の影響により、地域活動を休
止・縮小せざるを得ない状況
であるため、コロナ禍でも実
施できるICTを活用した研修
を継続して行う必要がある。
　今後活動を再開するボラン
ティアの支援の方法について
検討するとともに、地域の高
齢化や担い手不足、多様化し
た地域の課題に対応していく
ため、新たな地域課題に取り
組むボランティアの養成に努
める必要がある。
　また、住民主体による見守
り、支え合いを実現するため
に、懇切丁寧な説明と地域支
援コーディネーター等による
きめ細やかな支援を行ってい
るが、地域市民の合意形成の
もと助け合いの土壌を醸成す
るには相応の時間を要する。
　地域の課題は多様化してお
り、地域の住民だけでは解決
できない課題も多い。実施予
定である重層的支援体制整備

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

Ⅰ-1-
(1)-③
母子が
健康に
生活で
きる環
境づく
り

1

❸

Ⅰ-3-
(2)-②
地域を
支える
ボラン
ティア
の育成

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

地域
医療
課

地域
福祉
推進
課

34,103

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

1,269,596

34,252

31,380

R3年度
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令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）
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施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

7
校
区

11
校
区

達
成
率

175.0 ％ 157.1 ％

目
標

実
績

44.3 ％ 43.3 ％

達
成
率

108.0 ％ 97.7 ％

目
標

130
団
体

130
団
体

実
績

82
団
体

81
団
体

達
成
率

63.1 ％ 62.3 ％

前年度（4校
区）比増

13,700108,288

支援の
仕組み
やサー
ビスの
創出

❸
⑪

生活支援体制
整備事業

8,051

183,152

協力企
業・団
体によ
るネッ
トワー
クの拡

大

いのちをつなぐ
ネットワーク推進
会議の参加団体数

5

地域
福祉
推進
課

4

前年度
（41.0％）

比増

0校区
(H29年
度)

修了生の地域活動
への参加状況

前年度比増

前年度比増

新たな支援の仕組
みやサービスを検
討・実施した校区
数

43.0％
(H26年
度)

79団体
(H27年
度)

①
❸
⑪

いのちをつな
ぐネットワー
ク事業

❸
④
⑧

高齢者
の生き
がいづ
くりや
仲間づ
くり、
及びボ
ラン

ティア
活動等
の促進

Ⅰ-3-
(2)-③
団塊の
世代の
活用

Ⅱ-1-
(1)-①
地域で
安心し
て暮ら
せる仕
組みづ
くり

6 172,200

　地域活動の拠点として、
ボランティア活動の充実に
務めるなど、高齢者の生き
がいづくりや健康づくりを
促進し、地域活動を担う高
齢者の人材育成を図る。

【評価理由】
　団塊の世代を含む年長者研
修大学校の修了生の地域活動
への継続的な参加が認められ
ることから、「順調」と判
断。

【課題】
　更なる講座の充実のために
アンケート結果等を活用し
て、より魅力ある運営に務め
る必要がある。

順調

順調

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、利用者が減少
したものの、高齢者の生きが
いづくりや社会参加の促進が
図られていると判断されるた
め、「順調」と判断。

順調

　いのちをつなぐネット
ワーク事業については、関
係団体・機関と行政の連携
体制を構築・強化するた
め、いのちをつなぐネット
ワーク推進会議の拡充を継
続していく。
　北九州市保健福祉オンブ
ズパーソン事業について
は、オンブズパーソン事務
局が仲介役となり、相談者
と保健福祉サービス担当者
の双方の意見を聞きなが
ら、相談者の不満等を解決
していく方策を提案してい
く。
　生活保護受給者への自立
支援事業については、事業
自体は順調であるが、現状
の課題を踏まえ、就労意欲
の乏しい者への支援の強化
など検討を加えながら、今
後の事業を推進していく。

　各区において、地域ごとの
特性に応じた、協議体づく
り、見守り・支え合い活動の
支援、サロンの開設・運営支
援などに取り組んだ。
　新たな支援の仕組みやサー
ビスを検討・実施した校区数
については、4地区で活動が
始まったため、「大変順調」
と判断。

　昨年度に引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で
地域会合が開催できない状況
の中、地域会合への参加回数
は904回から835回に減少し、
参加団体数も82団体から81団
体に微減したが、協力企業・
団体との協力関係を引き続き
継続できており、「順調」と
判断。

【評価理由】
　協力企業・団体との協力関
係が継続できており、民生委
員の充足率も維持できてい
る。また、生活保護受給者へ
の自立支援プログラムについ
ても高い実績を維持してお
り、地域で安心して暮らせる
仕組みづくりが推進できたた
め、「順調」と判断。

【課題】
　いのちをつなぐネットワー
ク事業については、今後も
「地域の課題を地域で考え、
地域で解決する」ための環境
整備を行い、自助・共助の取
組を支援・啓発していくこと
が重要である。そのために関
係団体・機関と行政の連携体
制の構築・強化と、市役所内
部の連携機能の強化が必要で
あると考える。

大変
順調

定である重層的支援体制整備
事業における地域づくりを見
据え、さまざまな団体との顔
の見えるネットワークづくり
を進め、新たな活動のなり手
の発掘に取り組む必要があ
る。

順調

113,459

　住民と行政の力
を結集し、地域に
おける既存のネッ
トワークや見守り
の仕組みを結び付
け、セーフティ
ネットの網の目を
細かくすることに
よって、高齢者の
みならず、支援を
必要としている人
が社会的に孤立す
ることがないよう
地域全体で見守
り、必要なサービ
ス等につなげてい
く取組みである。

4,825

年長者研修大
学校及び北九
州穴生ドーム
運営委託

長寿
社会
対策
課

地域
福祉
推進
課

　地域包括ケアシ
ステムの構築に向
けて、地域の見守
り・支え合いを強
化し、住民主体の
生活支援サービス
等の創出を促進す
るため、各区に地
域支援コーディ
ネーターを配置
し、多様な主体が
協働する場の運営
を支援する。

　年長者研修大学
校（周望学舎・穴
生学舎）及び北九
州穴生ドーム、並
びに生涯現役夢追
塾の運営を行う。

187,408

5,460 5,524

107,299

181,969
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令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）
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中期
目標

決算額
（千円）

予算額
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（千円）

事業
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局施策
評価
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R3年度R2年度
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【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

368,811 千
円

310,977 千
円

達
成
率

―

効果額（千円）
（保護削減額）

　多様で複雑な問
題を抱える生活保
護受給者に対し、
それらの問題を解
決し少しでも早く
生活保護から自立
できるように、就
労支援プログラム
等の各種自立支援
プログラムを活用
し、専門的に支援
する職員（専門
員）を各区に配置
するなど、福祉事
務所における自立
支援体制を拡充
し、支援を行う。

❶
③

750人
(うち廃止
239人)

―

被保護
者の自
立促進

―

―

公正で
信頼さ
れる保
健福祉
行政の
推進

―

―

7807

―

―

就職者数（人）

―

―

―

―

北九州市保健
福祉オンブズ
パーソン事業

保護
課

❸

生活保護受給
者に対する自
立支援事業

　市が実施し又は
所管する保健福祉
サービスに関する
利用者及び利用希
望者からの苦情
を、中立かつ公正
な第三者（保健福
祉オンブズパーソ
ン）が面談し、市
の機関へ調査や報
告を求めてその内
容を審理。不当な
点があればその是
正を勧告するなど
の苦情処理を行
う。
　当事業は、既存
の苦情処理制度で
ある広聴制度（市
民のこえ、市長へ
の手紙）や法定救
済制度（行政不服
審査制度、行政事
件訴訟制度）を補
完するもの。

8

総務
課

後の事業を推進していく。
　民生委員活動支援事業に
ついては、民生委員・児童
委員の負担軽減や、活動環
境の整備、地域の中で候補
者を見つけられるための方
策を北九州市民生委員児童
委員協議会と行政間で検討
する。

7,300

　平成22年度以降、年間150
件を超える相談があり、苦情
申立てに至らないケースで
あっても、相談内容によっ
て、市の担当部署に直接状況
を確認して相談者へ回答する
など、相談者のニーズに対応
しているため、「順調」と判
断。

あると考える。
　北九州市保健福祉オンブズ
パーソン事業については、相
談内容の多くは、オンブズ
パーソンへの申立てを望むこ
とより、区役所等の窓口での
改善を求める傾向が強い。
　生活保護受給者への自立支
援については、就労意欲のあ
る支援対象者が徐々に自立し
減少している。そのため、就
労意欲が乏しい等支援が難し
い者が全体的に多くなり、そ
の者への対策を強化していく
必要がある。
　民生委員活動支援事業につ
いては、地域福祉の担い手で
ある民生委員・児童委員の負
担軽減や、活動環境の整備が
急務である。区全体の相談支
援体制の強化や関連部署によ
る情報共有の促進等、各々の
連携強化が課題として挙げら
れる。また、地域の中で候補
者を見つけるための方策の研
究が必要。

　専門員の活用により、
4,341名が自立支援プログラ
ムを活用し、そのうち631名
が就労開始するなど一定の成
果があったことから「順調」
と判断。

順調

順調177,345

公正で信頼される
保健福祉行政の推
進

159,448

4,150― 63

―

―

―

被保護
者の自
立促進

191

162,922

―

631人
（うち廃止
193人）
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

55,395 件 59,555 件

達
成
率

目
標

実
績

97.7 ％ 97.7 ％

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

―

―

―

―

86,008
件

(H27年
度)

小児医療に
関する先進
的な取組み

を実施

小児医療に
関する先進
的な取組み

を実施

―

―

相談・
支援件
数の維

持

―

充足率
の維持

―

―

―

―

―

民生委員活動
支援事業

地域
福祉
推進
課

　夜間や休日にお
ける救急医療体制
の維持・確保。

　民生委員・児童
委員は、社会福祉
の精神をもって、
高齢者をはじめ生
活困窮者、児童、
障害のある人など
援護を必要とする
者に相談・助言を
行い、福祉事務所
や社会福祉施設な
どと密接に協力し
ながら、地域社会
の福祉の増進を図
る。その民生委
員・児童委員の委
嘱、広報、研修な
どを行う。

11

10

小児医療先進
都市づくり事
業

❸
⑪

❸

Ⅱ-1-
(2)-①
医療・
救急体
制の充
実

9

　小児救急医療を
はじめとする小児
医療体制のさらな
る充実を図ること
で、小児医療の先
進都市づくりを行
う。

救急医療体制
の維持・確保

小児救急医療の先
進都市づくり

地域
医療
課

❸

　小児救急医療関連の議題を
テーマにネットワーク部会を
開催し、小児医療先進都市づ
くり会議では、資料配布によ
り、これらに関する取組結果
や成果について報告するとと
もに、虐待対応、療育医療な
ど小児救急に関する議題につ
いて情報共有を行い、関係機
関との連携を図った（小児医
療先進都市づくり会議は新型
コロナウイルス感染拡大の影
響で未開催・資料配布の
み）。
　また、小児救急医療に携わ
る医師、看護師等を対象と
し、実践的な手技手法が学べ
るワークショップは、全国か
ら158人の参加があった。こ
の開催により、関係者の技術
の向上が図られ、また、本市
の小児医療に関する取組につ
いて、市内外の医療関係者へ
のアピールに繋がったため、
「順調」と判断。

　救急医療体制の維持・確
保については、各病院の医
師、医療スタッフの負担軽
減に資する体制確保や財政
的支援を継続的に行う。
　小児医療先進都市づくり
事業では、小児医療先進都
市づくり会議や小児救急医
療ワークショップ等につい
て、内容の充実に努める。
　産婦人科・小児科医師の
確保については、課題を踏
まえ、助成制度の見直しを
検討するなど、市医師会と
協議する。
　在宅医療普及推進事業に
ついては、病院連携会議や
訪問看護事業所を対象とし
た研修会等を継続的に開催
するとともに、在宅医療の
普及啓発の促進に努める。
　総合周産期母子医療セン
ター及び小児救急・小児総
合医療センターの運営につ
いては、全国的な医師不足
の状況であるが、必要な医
師の確保や医療器械の更新
などにより、医療体制（24
時間体制）の確保に努め
る。
　なお、出生数の低下や働
き方改革による医師の負担
軽減に留意する。

280,200 順調

【評価理由】
　急患センターの運営、テレ
フォンセンターにおける病院
紹介、協力病院による初期救
急体制等の整備、小児救急
ネットワーク部会の開催や小
児医療先進都市づくり会議の
資料配布による情報共有、小
児救急医療における様々な課
題の検討、医師会が主催する
後期臨床研修や周産期医療に
関する研修への補助などを実
施することにより、救急医療
体制の維持、小児救急医療の
先進都市づくり、産婦人科・
小児科医の確保が図られてい
ると考えられる。
　在宅医療普及推進事業につ
いては、医療・介護連携のた
めの病院連携会議や在宅医療
の中心的な役割を担う訪問看
護事業所を対象とした研修会
等を開催できており、在宅医
療の連携強化の取組が図られ
ている。
　総合周産期母子医療セン
ター及び小児救急・小児総合
医療センターの運営について
は、必要な医師の確保や必要
な医療器械の更新などを行っ
たことで、総合周産期母子医
療センターにおいて24時間体
制での周産期医療の提供、小
児救急センターにおいては24
時間体制での小児救急医療の
提供を行うことができてい
る。
　以上により「順調」と判
断。

　新型コロナウイルス感染症
の流行が続く中、相談・支援
件数は55,395件から59,555件
に増加した。
　また、民生委員・児童委員
の「なり手不足」が全国的に
課題としてある中、充足率を
維持し、20ある政令市の中で
も、高充足率（3番目）を維
持しているため、「順調」と
判断。

順調

順調

順調

　医師会、医療機関、行政の
連携のもと、重症度に応じて
第一次から第三次までの救急
医療体制を構築し、質量とも
に他自治体に比べても充実し
た救急医療が提供されている
ため、「順調」と判断。

160,537

1,121,877

45,450

―

―

―

―

救急医療体制の維
持

―

―

―

相談・支援件数

―

救急医
療体制
の維持

充足率

地域
医療
課

1,919

149,597

小児医
療の充

実

150,253

1,042,690

2,0143,940

―

2,900

1,027,266
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

10 回 10 回

実
績

4 回 6 回

達
成
率

40.0 ％ 60.0 ％

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

4回
(H30年
度)

運営体
制の確

保

―

運営体
制の確

保

―

137

❸

総合周産期母
子医療セン
ター及び小児
救急・小児総
合医療セン
ターの運営

―

運営体制の
確保・充実

―

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

医療体
制の確
保・充

実

―

―

在宅医
療を担
う専門
職の連
携強化

―

運営体制の
確保・充実

―

運営体制の
確保・充実

産婦人科、
小児科医師
等の確保に
係る事業を

支援

産婦人科、
小児科医師
等の確保に
係る事業を

支援

産婦人
科、小
児科医
師等の
確保に
係る事
業を支

援

医療体
制の確
保・充

実

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

運営体制の
確保・充実

―

地域
医療
課

12

総合周産期母子医
療センターにおけ
る医療体制（24時
間体制）の確保・
充実

在宅医療を担う地
域の専門職による
協議会・研修会の
開催

　産婦人科・小児
科医師の確保を支
援するための事業
への助成を行う。

14
地域
医療
課

産婦人科・小
児科臨床研修
医支援等事業

❸

産婦人科、小児科
医師の確保

【総合周産期母子
医療センター（市
立医療センター
内）】
・出生前から出産
後まで母子に対す
る専門的な医療を
24時間体制で提供
する。
【小児救急・小児
総合医療センター
（市立八幡病院に
併設）】
・1次（初療）から
3次（重篤）までの
救急医療を24時間
体制で提供する。

順調―

【課題】
　救急医療体制の維持につい
て、救急医療を実施している
医療機関では、医師や医療ス
タッフなど、人的、経済的負
担が大きい。
　小児医療先進都市づくりに
ついては、ワークショップに
おいて、より小児医療関係者
のニーズに沿った内容となる
よう、関係者と協議する。
　産婦人科、小児科医師の確
保については、医師確保策と
して一定の成果は上げている
が、助成を活用する研修医の
確保に苦慮している。
　在宅医療普及推進事業につ
いては、在宅医療を担う専門
職だけでなく、市民を含めた
在宅医療への知識・理解度を
向上させるための普及啓発が
必要である。
　総合周産期母子医療セン
ター及び小児救急・小児総合
医療センターの運営について
は、出生数の低下や働き方改
革による医師の負担軽減の必
要性などに留意する必要があ
る。

　総合周産期母子医療セン
ターでは、24時間体制での周
産期医療の提供、ハイリスク
分娩患者の優先的な受入を行
うことができた。
　また、小児救急センターで
は、24時間体制での小児救急
医療の提供を行うことができ
たため、「順調」と判断。

順調

順調

　医師会が主催する後期臨床
研修や周産期医療に関する研
修（産婦人科医会を主催とす
る新生児蘇生法の講習等）へ
補助を実施し、医師確保の支
援を行っており、「順調」と
判断。

1,269,5961,267,4421,519,689

小児救急・小児総
合医療センターの
医療体制（1次
（初療）から3次
（重篤）までの小
児救急医療体制
（24時間体制）の
確保・充実）

　かかりつけ医を
中心に専門職が連
携し、患者の希望
に沿った在宅医療
サービスの提供が
なされるよう、地
域の専門職の参画
促進や、在宅医療
の中心的な役割を
担う訪問看護の充
実強化等、在宅医
療の環境整備を推
進する。

地域
医療
課

在宅医療普及
推進事業

❸13

10,000 10,000 9,998

20,950110792

　新型コロナウイルス感染症
への対応や感染拡大防止のた
め、一部開催を見送ったもの
もあったが、書面やオンライ
ンでの開催に変更し、医療・
介護連携のための病院連携会
議や訪問看護事業所を対象と
した研修会等を開催すること
ができたため、「順調」と判
断。

2,900
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

128,506

―

383,916

　感染症に係る基
盤整備、指導・相
談や関係機関との
連携活動等を行
い、感染症の発
生、まん延防止の
施策を行う。

―

感染
症医
療政
策課

― 10,474
新型インフルエン
ザ等感染症の発生
に備えた対策

―

――

関係機
関との
協力、
連携強
化・必
要とな
る備蓄
品の確
保・補

充

医療体制や
相談体制の
整備、市民
への啓発や
情報提供な
どを行う

―

125,391

―

―

―

― ―

Ⅱ-1-
(2)-②
健康危
機管理
体制の
充実

15
感染症対策推
進事業

❸
⑪

16

❸
⑪

健康危機管理の整
備・強化

新型インフル
エンザ対策事
業

　平成21年4月に発
生した新型インフ
ルエンザ
（A/N1H1）対策を
踏まえ、今後の再
流行や新たな新型
インフルエンザ等
感染症の発生に備
えた検討などを行
い、必要な対策の
充実を図る。

感染
症医
療政
策課

4,400 　適切な感染対策の推進を
図るため、社会福祉施設等
従事者を対象とした「感染
症対策研修会」や、医療機
関従事者を対象とした「院
内感染対策研修会」を開催
していく。
　また、最新の感染発生状
況等について、報道発表、
市の広報誌、ホームペー
ジ、チラシ等を通じて広報
し、感染症の注意喚起、予
防啓発を行っていく。
　感染症を媒介する蚊の捕
獲調査や、妊娠を希望する
女性やその家族に対する風
しん抗体検査、麻しん風し
んワクチン接種の費用助成
等を継続していく。
　感染症対策においては、
医療機関、施設、NPO法人等
と連携をとりながら充実を
図っていく。

8,700

　令和2年3月に本市で初めて
発生した新型コロナウイルス
感染症に対し、従前から構築
していた連携及び情報共有の
体制により、医療機関や関係
機関等と適宜協力し対応する
ことができた。
　また、感染症防御に必要な
物資を市内医療機関に配布し
た。
　以上のことから、「順調」
と判断。

　市民に対して、ホームペー
ジや市政だより等を活用し、
感染症に係る情報をタイム
リーに発信することで、市内
における感染症の発生・拡大
予防及び早期発見を図ること
ができた。このほか、医療従
事者を対象とした講演会や、
各施設従事者を対象とした研
修会を開催した。講演会は
Web形式で552名、研修会は
112施設の参加があり、大変
好評であった。
　令和元年度より風しん抗体
検査の対象に妊娠を希望する
女性等に加えて定期予防接種
の機会がなかった世代の男性
を追加し、令和3年度も継続
して実施している。また、市
内での先天性風しん症候群の
発生はなかった。
　以上のことから、「順調」
と判断。

【評価理由】
　感染症に関する迅速な情報
収集、情報発信や、講演会・
研修会の開催、備蓄品の確保
など、健康危機管理の体制整
備・強化に加え、新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報
提供体制や医療提供体制を関
係機関と連携し構築・維持す
ることができたことから「順
調」と判断。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症
については、引き続き、関係
機関と連携し、感染状況に応
じた情報発信や医療提供体制
等の整備を図っていく必要が
ある。
　また、近年では、市民にあ
まり馴染みのない感染症（薬
剤耐性菌、蚊媒介感染症等）
や不定期に流行を繰り返す感
染症（風しん、梅毒等）に注
意が必要であり、感染症の発
生・拡大防止、広報・啓発に
引き続き努めていく必要があ
る。

順調

順調

順調

健康危
機管理
の整

備・強
化

医療体制や
相談体制の
整備、市民
への啓発や
情報提供な
どを行う

70,540

1,285,204
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

―

継続的
に実施

衛生講習会
や監視指導
等を行っ

た。

犯罪や非行のない
明るい地域社会の
実現と罪を犯した
人たちの更生につ
いての理解促進を
図るために、社会
を明るくする運動
を実施

衛生講習会
や監視指導
等を行っ

た。

―

　犯罪や非行の防
止と罪を犯した人
たちの更生につい
て理解を深め、明
るい地域社会を築
くため、法務省主
唱の社会を明るく
する運動を実施す
る。

―
食品等事業者の衛
生意識の向上

食品等
事業者
の衛生
意識の
向上

1,658

犯罪や
非行の
ない明
るい地
域社会
の実現
と罪を
犯した
人たち
の更生
につい
ての理
解促進―

―

―

―

実施― 実施

―

継続的
に実施

衛生講習会
やリーフ

レットの配
布を行い、
啓発動画を
作成した。

衛生講習会
やリーフ

レットの配
布等を行っ

た。

―

30

―

0

1,370食中毒予防総
合対策事業

食の安全安心
確保推進事業

保健
衛生
課

17
消費者への食品安
全に関する正しい
知識・情報の提供

⓰19

Ⅱ-1-
(3)-⑤
非行や
犯罪を
生まな
い地域
づくり

社会を明るく
する運動（更
生保護事業）

18

❸

❸

Ⅱ-1-
(2)-③
食の安
全・安
心の確
保

総務
課

順調

　犯罪や非行のない明るい
地域社会の実現に向け、今
後も犯罪予防活動や広報活
動等を継続的に実施する。

7,650

690

6,825 順調

【評価理由】
　新型コロナウイルス感染症
の影響により講習会等への参
加者数は目標値に達していな
いが、感染対策を講じた上で
少人数での講習会を行った結
果、令和2年度より参加者数
が増加した。インターネット
で啓発動画の公開も行い、食
品安全に関する正しい知識・
情報を提供できたため、「順
調」と判断。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症
の感染状況を踏まえ、新型コ
ロナウイルス感染症予防対策
を講じた上での講習会等の開
催が必要である。
　全国で食中毒や食品の異物
混入事件等が発生しており、
消費者の食の安全に対する関
心・不安が高まっている。
　また、衛生意識や知識の欠
如等により、一部の食品等事
業者において、食中毒などの
事故や異物混入等の事例が発
生している。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により消費者対象の講
習会への参加者数は目標値に
達していないが、感染対策を
とった上で少人数での講習会
を行った結果、令和2年度よ
り参加者数が増えた。
　啓発動画を作成しインター
ネットで公開したことによ
り、消費者へ食品安全に関す
る正しい知識・情報を提供で
きたため「順調」と判断。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により食品事業者対象
の講習会への参加者数は目標
値に達していないが、感染対
策をとった上で少人数での講
習会を行った結果、令和2年
度より参加者数が増えたこと
から「やや遅れ」と判断。

【評価理由】
　法務省が主唱する社会を明
るくする運動を実施し、犯罪
や非行のない明るい地域社会
の実現と罪を犯した人達の更
生についての理解促進が図ら
れたと考えられるため、「順
調」と判断。

【課題】
　保護司、保護観察所等関係
団体とさらに連携し、更生保
護への理解促進のため、今後
も事業を継続して実施してい
くことが必要である。

やや
遅れ

　食の安全安心確保推進事
業については、今後も食品
衛生監視指導計画を毎年度
策定・公表するとともに、
消費者へ食品の安全に関す
る正しい情報を提供し、リ
スクコミュニケーションの
推進を図る。
　食中毒予防総合対策事業
については、食品等事業者
を対象とした講習会の開催
や監視指導、啓発を今後も
継続し、事業者の衛生意識
の向上を図っていく。

順調

　新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、接触型のイ
ベントは中止となったが、
ホームページやSNS等を通じ
て、市民への啓発活動を行っ
た。
　「社会を明るくする運動」
を実施することで、市民へ更
生保護への理解を促進するこ
とができたため、「順調」と
判断。

順調445

1,315

消費者
へ食品
安全に
関する
正しい
知識・
情報を
提供

―

保健
衛生
課

　食品の安全を確
保することにより
住民の健康保護を
図ることを目的
に、食品衛生法に
規定するリスクコ
ミュニケーション
を実施する。

　食中毒発生時の
迅速な原因究明に
よる健康被害の拡
大防止や流通食品
の汚染実態調査等
により、食中毒の
総合的な予防対策
を実施する。

―

371

1,475

57
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

44.3 ％ 43.3 ％

達
成
率

108.0 ％ 97.7 ％

目
標

実
績

45 件 41 件

達
成
率

102.3 ％ 91.1 ％

目
標

実
績

64 件

達
成
率

177.8 ％

目
標

5 回

実
績

3 回

達
成
率

60.0 ％

―

　成年後見制度利
用促進に関する法
律に基づき、成年
後見制度の利用が
必要な認知症高齢
者や知的障害・精
神障害のある人で
判断能力が十分で
ない人のより一層
の制度利用を促進
するため、地域連
携ネットワークに
よる成年被後見人
等及び成年後見人
に対する支援、制
度普及のための啓
発活動を実施する
中核機関を運営す
る。

長寿
社会
対策
課

障害
者支
援課

　弁護士・司法書
士・社会福祉士な
どの専門職による
第三者後見人が将
来不足することに
備え、契約能力の
低下した認知症高
齢者等に対して福
祉サービスの利用
調整や日常生活の
見守りを中心とし
た成年後見業務を
担う｢市民後見人｣
を養成する。ま
た、後見人養成講
座修了者の活動の
場を確保するため
法人として後見業
務を提供する機関
に補助金を交付
し、成年後見制度
の利用促進を図
る。

前年度比増

183,152

6,106

6,300

成年後
見制度
の普

及・利
用促進

後見人等からの相
談件数

―

前年度（36
件）比
増加

研修修
了者の
活躍の
場の確

保

高齢者
の生き
がいづ
くりや
仲間づ
くり、
及びボ
ラン

ティア
活動等
の促進

187,408

9,861

前年度(44
件)水準を維

持

前年度水準
を維持

修了生の地域活動
への参加状況

成年後見制度
中核機関運営
事業

20

Ⅱ-2-
(1)-②
総合的
な地域
ケアの
充実

22

❸
⑩
⑪

❸
⑩
⑪
⑰

権利擁護・市
民後見促進事
業

Ⅱ-2-
(1)-①
生涯現
役型社
会の環
境づく
りの推
進

❸
④
⑧

年長者研修大
学校及び北九
州穴生ドーム
運営委託

成年後
見制度
の普

及・利
用促進

21

長寿
社会
対策
課

障害
者支
援課

長寿
社会
対策
課

4,825

3,075

3,075

　成年後見制度の利用促進を
図り広報・相談等を担う中核
機関において、制度普及のた
めの啓発活動や後見人への相
談等の業務を行い、地域連携
ネットワーク構築のための協
議の開催回数も目標の60％を
達成したので「順調」と判
断。

順調 　権利擁護・市民後見促進
事業については、高齢化の
進展や認知症高齢者の増加
に伴う専門職後見人の不足
に対応するため、市民後見
人の担い手を育成する養成
研修を引き続き実施する。
また、研修修了者の活動の
場を確保するため、法人後
見業務への補助を行う。
　成年後見制度中核機関運
営事業については、地域連
携ネットワークの司令塔と
して機能強化を行う。
　地域包括支援センター運
営事業については、地域に
共通する課題の発見・把
握、地域関係者等との連携
強化により地域包括ケアシ
ステムの構築に取り組むと
ともに、より早く適切な支
援へつなぐために、相談機
関である地域包括支援セン
ターや地域の身近な相談拠
点である「まちかど介護相
談室」のPRを引き続き積極
的に行う。また、ダブルケ
アや介護と仕事の両立の支
援等について、子ども家庭
局や産業経済局等の他部局
とも連携を図るとともに、
地域ケア会議や研修等の充
実による職員の質の向上に
努める。

【評価理由】
　権利擁護・市民後見促進事
業については、市民後見養成
研修の基礎研修を行い、9期
までの修了者が成年後見制度
の実務の担い手として活動を
行った。
　成年後見制度中核機関運営
事業については、利用促進の
ため、地域の関係機関との連
携を強化し、効果的な運用を
図るとともに、広報、相談等
の機能を担う中核的な機関の
運営を行った。
　地域包括センターの運営に
おいては、開庁時の相談件数
は増加したが、夜間・休日の
電話相談件数が減少したた
め、年間相談件数は微減し
た。一方で、新型コロナウイ
ルス感染症の影響が続く中、
地域における啓発活動に努め
るなど、高齢者の総合相談窓
口として機能している。ま
た、閉庁時も開催している
「まちかど介護相談室」にお
ける相談件数は年々増加して
おり、相談者の利便性が向上
している。
　以上のことから、総合的な
地域ケアの充実が図れている
ため、「順調」と判断。
　
【課題】
　権利擁護・市民後見の促進
については、今後専門職後見
人の不足が予想されるため、
市民後見人の養成を促進し、
安定した成年後見制度の推進
を図る必要がある。
　成年後見制度中核機関運営
事業については受任調整や後
見人支援などのコーディネー
ト機能の強化を図る必要があ
る。
　地域包括支援センター運営

【評価理由】
　年長者研修大学校の修了生
が地域活動へ継続的に参加し
ており、生涯現役型社会の環
境づくりの推進ができている
と考えられることから、「順
調」と判断。

【課題】
　更なる講座の充実のために
アンケート結果等を活用し
て、より魅力ある運営に務め
る必要がある。

　第10期の市民後見人養成事
業において基礎研修を行い、
9期までの研修の修了者が後
見業務を法人として提供する
機関に登録し、実際に成年後
見制度の実務の担い手として
活動を行い、法人後見受任件
数も91.1％の達成したため
「順調」と判断。

順調

順調

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、利用者が減少
したものの、高齢者の生きが
いづくりや社会参加の促進が
図られていると判断されるた
め、「順調」と判断。

順調

　地域活動の拠点として、
ボランティア活動の充実に
務めるなど、高齢者の生き
がいづくりや健康づくりを
促進し、地域活動を担う高
齢者の人材育成を図る。

順調

　年長者研修大学
校（周望学舎・穴
生学舎）及び北九
州穴生ドーム、並
びに生涯現役夢追
塾の運営を行う。

法人後見受任件数
(年度末件数)

43.0％
(H26年
度)

47件
(H27年
度)

地域連携ネット
ワークにかかる関
係者との協議（協
議会等）開催回数

前年度
（41.0％）

比増

181,969

6,891

6,3006,300
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

38,711 人 34,412 人

実
績

32,934 人 34,160 人

達
成
率

85.1 ％ 99.3 ％

34,685
人

(H27年
度)

　高齢者が住み慣
れた地域で、能力
に応じて自立した
日常生活を営むこ
とが出来るよう、
訪問介護・通所介
護などの在宅サー
ビス・地域密着型
サービスの提供を
行う。

在宅サービスの利
用人数

　地域包括支援セ
ンターは、高齢者
が住み慣れた地域
でその人らしい生
活を安心して続け
ることが出来るよ
う、保健・医療・
福祉・介護に関す
る幅広い相談に応
じる「総合相談窓
口」である。
　本市では、区役
所、出張所に地域
包括支援センター
及びバックアップ
機能としての統括
支援センターを配
置するとともに、
身近な相談体制を
推進し、効果的・
効率的な運営を行
う。

単年度目標
設定なし

45,939,190

730,591 807,314

35,912
人

(R5年
度）

―

43,669,729

介護サービス
等給付費（介
護保険サービ
スの提供（在
宅サービスの
提供））

Ⅱ-2-
(1)-③
住み慣
れた地
域での
生活支
援

24

H28年度
水準か
らの上

昇
(R4年
度)

❸
介護
保険
課

23
❸
⑪

地域包括支援
センター運営
事業

地域
福祉
推進
課

156,440

36,750

　地域包括支援センター運営
事業においては、認知症や障
害高齢者、虐待、8050問題、
ダブルケア支援等、地域包括
支援センターが関わる案件は
複雑化、長期化しており、機
能強化のためには、ケアマネ
ジメントの質の向上や適切に
相談対応できる体制が重要と
なる。このため、人材育成や
効率的な人員配置によって相
談機能の充実を図るととも
に、関係機関との連携や、課
題の早期発見・早期相談につ
なげるために地域包括支援セ
ンターや「まちかど介護相談
室」のPRを引き続き積極的に
行っていく必要がある。

　利用したいサービスが受け
られないといった介護サービ
スの提供量などに関する苦情
もほとんどなく、利用者に対
し、適切なサービスが行われ
ていることから、「順調」と
判断。

順調 【評価理由】
　介護サービス及び介護予防
サービスの提供や施設整備の
取組が適切に行われている。
また、新型コロナウイルス感
染症の影響下でも、介護予防
の取組の動機付けにつながる
成果が見られた。
　住み慣れた地域での生活を
支援する取組が行われている
ため、「順調」と判断。

【課題】
　介護サービス等給付につい
ては、今後増加すると予想さ
れるサービス需要に対し、引
き続きサービス提供体制の確
保が必要である。
　公募による介護保険事業等
の整備については取組を行っ
ているが、介護の質の観点か
ら事業者の選定を行うこと
や、選定事業の進捗が社会経
済情勢に左右される等の課題
がある。

順調

　地域包括支援センターにお
ける相談件数は、平日は前年
度より増加したものの、夜
間・休日の電話相談が減少し
たことで、年間相談件数は微
減となった。
　一方で、新型コロナウイル
ス感染症の影響が続く中、地
域における啓発活動は前年度
より大幅に増加した。
　また、土曜日や日曜日等地
域包括支援センターの受付時
間外でも相談者が気軽に立ち
寄れる介護等の相談窓口とし
て、公益社団法人北九州高齢
者福祉事業協会の会員施設の
うち約50か所に設置した「ま
ちかど介護相談室」における
相談件数も、平成30年12月の
設置以降、年々増加してい
る。
　高齢者の困りごとや不安に
寄り添うことが出来ており、
地域でのPR活動にも努めてい
ることから「順調」と判断。

順調

　介護保険の在宅サービス
の提供については、介護が
必要な人に在宅サービスが
安定的に提供されるよう、
「第2次北九州市いきいき長
寿プラン」に沿った支援を
行う。
　特別養護老人ホーム等の
整備については、「第2次北
九州市いきいき長寿プラン
(令和3年度～令和5年度)」
を踏まえた整備を実施す
る。整備にあたっては、事
業主体となる民間事業者を
公平に選定するための公募
を実施する。
　介護予防・生活支援サー
ビス事業については、引き
続き市民及び事業者等関係
者への周知に努めるととも
に、自立支援・重度化防止
に向けた適切なサービスを
提供できるよう従業者、事
業所の確保等、環境整備を
行う。

48,102,744

53.0％
(H28年
度)

地域包括支援セン
ターの認知度
（北九州市高齢者
等実態調査より）

単年度目標
設定なし

――

― 740,173
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

5,635 人 5,574 人

実
績

5,574 人 5,574 人

達
成
率

98.9 ％ 100.0 ％

目
標

2,370 人 2,352 人

実
績

2,352 人 2,325 人

達
成
率

99.2 ％ 98.9 ％

目
標

実
績

達
成
率

目
標

8 カ
所

8 カ
所

実
績

7 カ
所

11 カ
所

達
成
率

87.5 ％ 137.5 ％

特別養護老人ホー
ムの定員数

5,574人
(R2年
度)

自立に向けた適切
なケアマネジメン
トによるサービス
提供

2,352人
(R2年
度)

　要支援1・2の認
定を受けた方及び
事業対象者に対し
て、その能力に応
じ自立した日常生
活を営むことがで
きるよう訪問型
サービス及び通所
型サービスの提供
を行う。

介護予防・生
活支援サービ
ス事業

「住民主体型」に
取り組む箇所数

※中期目標改訂
(R4年度目標設定
時)

5,687人
(R5年
度)

282,647

2,353,403

11カ所
（R4年
度）

2,960,800

2,406人
(R5年
度)

自立に
向けた
適切な
ケアマ
ネジメ
ントに
よる

サービ
ス提供

認知症グループ
ホームの定員数

　要介護者が、在
宅生活が困難に
なった場合などに
おいても可能な限
り住み慣れた地域
で生活を継続する
ことができるよ
う、第2次北九州市
いきいき長寿プラ
ンに基づき、民間
事業者が行う介護
保険施設等の整備
に対する補助を行
うもの。

❸

民間老人福祉
施設整備補助
事業（特別養
護老人ホーム
等の整備）

26

介護
保険
課

25

❸

地域
福祉
推進
課

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

2,333,347

46,556

―

55,750

47,200 順調

がある。
　介護予防・生活支援サービ
スについては、市の実情に合
わせた生活支援型サービスに
ついて、利用者の状況に応じ
て介護保険事業者だけではな
く、民間企業・NPO法人等、
多様なサービス提供を確保す
る必要がある。
　生活支援体制整備について
は、住民主体による見守り、
支え合いを実現するために、
懇切丁寧な説明と地域支援
コーディネーター等によるき
め細やかな支援を行っている
が、地域市民の合意形成のも
と助け合いの土壌を醸成する
には相応の時間を要する。
　地域の課題は多様化してお
り、地域の住民だけでは解決
できない課題も多い。実施予
定である重層的支援体制整備
事業における地域づくりを見
据え、さまざまな団体との顔
の見えるネットワークづくり
を進め、新たな活動の担い手
の発掘に取り組む必要があ
る。

　第2次北九州市いきいき長
寿プランの整備目標の達成に
向けて、特別養護老人ホーム
等の公募を実施した。
　既設認知症グループホーム
の廃止等による定員数の減少
はあるものの、整備について
は概ね「順調」と判断。

　「介護予防・生活支援サー
ビス事業（予防給付型・生活
支援型）」は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により令
和2年度以降、サービス提供
件数は漸減しているものの、
生活支援型の提供割合は一定
を保っていることから、ケア
マネジメントにより、利用者
に対し適切なサービスが提供
されている。
　また、「介護予防・生活支
援サービス事業（短期集中予
防型）」については、既存の
訪問・通所連動コースに加
え、令和3年度に新たに訪問
コースを開始するなどサービ
スの強化を行い、ニーズに合
わせたサービス提供ができて
いる。保健・医療の専門職が
期間を限定して関与にするこ
とにより、介護予防の取組の
動機づけにつながる成果が見
られているため、「順調」と
判断。

順調

行う。

0カ所
(H30年
10月時
点)

――

―

―

―

―

38,958
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

7
校
区

11
校
区

達
成
率

175.0 ％ 157.1 ％

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

　認知症などによ
り行方不明となっ
た高齢者の早期発
見・早期保護を図
るため、SOSネット
ワークシステムの
運営や、GPSを活用
した位置探索サー
ビスの提供など、
認知症高齢者の安
全確保に取り組
む。

前年度比増

認知症高齢者の早
期発見・早期保護

43％
(R1年
度)

―

新たな支援の仕組
みやサービスを検
討・実施した校区
数

要支援・要介護認
定を受けていない
高齢者のうち、
「認知症」になっ
ても自宅で生活を
続けられるか不安
な人の割合（北九
州市高齢者等実態
調査より）

0校区
(H29年
度)

113,459108,288

2,451

10,342 11,130

―

3,300

　地域包括ケアシ
ステムの構築に向
けて、地域の見守
り・支え合いを強
化し、住民主体の
生活支援サービス
等の創出を促進す
るため、各区に地
域支援コーディ
ネーターを配置
し、多様な主体が
協働する場の運営
を支援する。

28

生活支援体制
整備事業

認知症高齢者
等安全確保事
業

認知症対策普
及・相談・支
援事業

❸
⑪

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

❸
⑪

Ⅱ-2-
(1)-④
総合的
な認知
症対策

―

　認知症高齢者や
その家族が住みな
れた地域で安心し
て暮らせるまちづ
くりを目指し、認
知症を理解して、
認知症の方を地域
で温かく見守り、
支える「認知症サ
ポーター」の養成
に取り組む。

29

地域
福祉
推進
課

認知症
高齢者
の早期
発見・
早期保
護体制
の維持

大変
順調

3,075

3,075

13,700

順調

順調

順調

　各区において、地域ごとの
特性に応じた、協議体づく
り、見守り・支え合い活動の
支援、サロンの開設・運営支
援などに取り組んだ。
　新たな支援の仕組みやサー
ビスを検討・実施した校区数
については、4地区で活動が
始まったため、「大変順調」
と判断。

　認知症の人やその家族が
安心して暮らせるように、
正しい知識の普及や認知症
サポーターの活動機会の拡
大といった相談支援体制の
構築、そして安全確保な
ど、引き続き、総合的に施
策を継続していく。

【評価理由】
　講座受講者数はおおむね例
年通りの実績であり、かつ
SOSネットワークシステムに
よる早期発見・早期保護体制
が維持されているため「順
調」と判断。

【課題】
　認知症の人やその家族が安
心して暮らすためには、一人
ひとりが認知症を正しく理解
し、見守りや相談体制、安全
確保など総合的に施策を進め
る必要がある。　早期発見・早期保護体制が

維持出来ているため「順調」
と判断。

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため定期開
催分を12回から7回に減らし
たものの、1776人受講者が増
加しており、受講者数の伸び
を維持できているため、「順
調」と判断。

9,163

2,427

―

―

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

単年度目標
設定なし

―

―

―

単年度目標
設定なし

―

R1年度
比減
(R4年
度)

支援の
仕組み
やサー
ビスの
創出

―

❸
⑪

27

認知症
高齢者
の早期
発見・
早期保
護体制
の維持

前年度（4校
区）比増

107,299
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

1 名

実
績

1 名

達
成
率

100.0 ％

保護者の支援体制
の構築

―

支援体制の
確保

障害
者支
援課

―

支援体制の
確保

生涯を
通じた
支援体
制の構

築

―

312

3,800

32,211,46129,944,168

3,520

―

適切な障害
福祉サービ
スの提供

コー
ディ

ネータ
―の配

置

―

31

30

Ⅱ-2-
(2)-①
生涯を
通じ一
貫した
支援体
制の構
築

医療的ケア児
等コーディ
ネーター事業

❸

障害
者支
援課

　障害のある人や
障害のある子ども
が基本的人権を享
有する個人として
の尊厳にふさわし
い日常生活又は社
会生活を営むこと
ができるよう、障
害福祉サービス等
の充実を図る。

医療的ケア児
在宅レスパイ
ト事業

32

　在宅の医療的ケ
ア児の看護や介護
を行う家族の負担
軽減に資するた
め、指定訪問看護
ステーションを利
用する家族に対し
て助成を行うも
の。

障害
者支
援課

❸

障害福祉サー
ビス等給付費
（訪問系、日
中活動系サー
ビス、施設系
サービス等の
提供）

保護者
支援体
制の構

築

55,750

2,067

4,075

4,075

順調

順調

順調

　令和3年8月に医療的ケア児
コーディネーターを総合療育
センター内に配置したため
「順調」と判断。

　障害福祉サービス給付費
については、障害のある
人、障害のある子どもが住
み慣れた自宅等、地域で生
活していく上で必要な支援
であるため、今後も継続し
て事業を行う。利用者が必
要とするサービスが適切に
受けられるよう、適切な
サービス利用の決定やサー
ビス提供事業所への助言・
指導を行う。
　障害者総合支援法に基づ
く法定給付については、国
の制度改正等の動向を見な
がら実施していく。
　医療的ケア児等コーディ
ネーター事業については、
在宅の医療的ケアが必要な
子ども及び家族等への支援
は今後も一定のニーズが見
込まれているため、北九州
市障害者支援計画（第2期北
九州市障害児福祉計画）に
基づき、医療的ケアが必要
な子どもの支援に取り組ん
でいく。
　障害者相談支援事業につ
いては、支援機関職員等に
対して、引き続き研修会等
を開催し、関係機関の連携
強化を図る他、広報活動を
より推進し、認知度の更な
る向上を図る。また、障害
者及び家族の悩みに対して
は、引き続き訪問支援（ア
ウトリーチ）など丁寧な相
談支援を実施することによ
り、障害のある人が自立し
た日常生活や社会生活を営
むことができるようにす
る。
　地域生活移行促進事業
は、地域生活での受け皿と
なるグループホームの充実
のため、引き続きグループ
ホーム整備のための助成事

【評価理由】
　障害の特性に配慮した適切
な障害福祉サービスの提供に
努めており、支援機関職員等
を対象とした研修会等も継続
的に開催できている。
　発達障害者総合支援事業に
ついては、相談事業・普及啓
発・研修・相談者数も昨年と
比べ増加しており、円滑な運
営ができている。
　難病相談支援センターで
は、様々な方法で難病相談支
援センターを周知し、研修会
等へ参加し職員のスキルアッ
プを図った。
　以上のことから、生涯を通
じ一貫した支援体制の構築に
向けた取組が行われているた
め、「順調」と判断。

【課題】
　個々の多様なニーズに対応
する支援を提供する体制の整
備、利用者が必要とするサー
ビスの適正な実施、医療的ケ
アが必要な子どもが利用可能
な事業所の整備が必要であ
る。
　障害者基幹相談支援セン
ターについては、認知度をさ
らに向上させるとともに、複
雑・多様化する相談に対応す
るため、人材の育成や組織体
制の強化が必要である。
　地域生活移行促進事業は、
地域における受け皿づくりや
相談支援体制の充実を図る必
要がある。
　発達障害者総合支援事業に
ついては、普及啓発につい
て、効果的な情報発信が必要
である。発達障害児早期支援
システム研究事業について
は、より効率的に行えるよ
う、実施方法の一部修正が必
要。

　昨年度よりも利用者数が増
加しており、引き続き支援体
制を確保しているため「順
調」と判断。

　すべてのサービスについて
一定程度のニーズがあり、適
切な障害福祉サービスの提供
を行ったため、「順調」と判
断。

順調

32,813,002

　保健、医療、福
祉、子育て、教育
等の必要なサービ
スを総合的に調整
し、医療的ケア児
とその家族に対
し、サービスを紹
介するとともに、
関係機関と医療的
ケア児とその家族
をつなぐため、医
療的ケア児コー
ディネーターを配
置するもの。

支援体制の
確保

支援体制の
確保

7,800

―

適切な障害
福祉サービ
スの提供

適切な障害
福祉サービ
スの提供

―

適切な障害
福祉サービ
スの提供

❸
コーディネーター
の配置

生涯を通じた支援
体制の構築

―
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

20,876 件 15,847 件

達
成
率

94.5 ％ 71.8 ％

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

79 人 41 人

達
成
率

62.2 ％ 100.0 ％

―

1,356人
(R1年度
末施設
入所者
数)

―

障害者基幹相談支
援センターの相談
件数

―

22,086
件

(H29年
度)

❸

―

R1年度末の
施設入所者
数から41人

以上

129,053129,089

H29年度実績
と同水準を

維持

H29年度
実績と
同水準
を維持
(毎年
度)

生涯を
通じた
支援体
制の構

築

障害者相談支
援事業

33

障害
者支
援課

生涯を通じた支援
体制の構築

障害
者支
援課

―

―

③
⓫

―

H28年度末の
施設入所者
数（1,403

人）から127
人以上

121,895

1,901
R1年度
末の施
設入所
者数か
ら82人
以上

（R5年
度）

3,000

2,845

1,065
　入所施設からの地域生活へ
の移行者数が一定程度あるた
め、「順調」と判断。

順調

業を継続する。
　発達障害者総合支援事業
については、利用者のニー
ズに合った事業を継続し、
相談支援・就労支援を実施
する。引き続き支援者や市
民に対する普及啓発及び研
修を行い、取組の情報発信
にも注力する。また、支援
体制強化のため関係機関と
の連携強化に務める。発達
障害者支援地域協議会につ
いては、令和3年度に3つの
専門部会を設置し協議を進
めたため、令和4年度から
は、専門部会での議論をふ
まえた施策に着手する。発
達障害児早期支援システム
研究事業については、早期
支援システムの実用に向け
て準備する。
　難病相談支援センター運
営事業については、継続し
た周知に努めると共に、相
談者への適切な支援ができ
るように職員のより一層の
スキルアップを図る。

　難病相談支援センターにつ
いては、認知度の向上ととも
に、相談者への適切な支援が
できるよう職員のスキルアッ
プが必要である。

順調

　障害者基幹相談支援セン
ター職員の相談スキル向上に
より、複雑・多様化する相談
に対して慎重かつ丁寧な対応
を行った結果、継続的な相談
件数は減少傾向にある。ま
た、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止に伴う外出
等社会活動自粛の影響によ
り、全体的な相談件数は前年
度に比べ減少しているが、社
会活動の復調に伴い増加する
ものと考えられる。
　また、支援機関等職員を対
象にした研修会等の開催件数
は、前年度より増加している
（R2年度：20回、R3年度：28
回）。多職種の支援者が参加
しており、順調に関係機関の
連携強化がなされているた
め、「順調」と判断。

1,499地域生活移行
促進事業

　障害のある人
が、施設、病院、
家庭から自立し
て、グループホー
ムや単身での生活
ができるように、
障害のある人の地
域移行を支援及び
促進させる事業を
実施する。

（１）障害者基幹相
談支援センターを設
置し、総合相談窓口
として訪問支援（ア
ウトリーチ）を含む
相談支援を行うとと
もに、併せて障害者
虐待防止センターの
機能を持たせて、虐
待に関する通報の受
理や養護者への支
援、啓発などを行
う。
（２）総合療育セン
ター地域支援室に障
害のある子どもの相
談を支援する統括者
を配置し、適切な機
関・サービスにつな
げる支援を実施す
る。
（３）障害者虐待相
談員（会計年度職
員）を配置し、虐待
に関する初動対応や
事実確認などを行
う。
（４）障害者基幹相
談支援センターに
「総合支援コーディ
ネーター」を配置し
て、関係機関の協力
体制整備・充実を図
る。

入所施設からの地
域生活への移行者
数

34

H29年度実績
と同水準を

維持
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

54.5 ％

達
成
率

84.5 ％

％

763
実
績

748人
(H22年
度)

達
成
率

（１）発達障害者
支援センター「つ
ばさ」において、
発達障害のある人
及びその家族等の
相談に応じ、必要
な情報を提供す
る。また、関係機
関と連携しなが
ら、必要な支援を
行う。発達障害に
ついて普及・啓発
活動を行う。
（２）発達障害者
支援地域協議会を
設置し、発達障害
のある人及びその
家族に対する有効
な支援手法の確立
を図る。
 (３）発達障害の
特性のある就学前
の子どもの早期支
援を進めるため、
園医健診、かかり
つけ医健診、特性
評価の三層構造に
よる早期支援シス
テム構築に向けた
研究事業を実施す
る（R3、3カ所の保
育園で実施）。

発達障害者支援セ
ンター「つばさ」
の相談支援の実人
数

人

❸

③
❿

人

1,200人
以上
(毎年
度)

％

目
標

16,231

R2年度
比減

（R7年
度調査
結果）

難病相談支援
センター運営
事業

精神
保
健・
地域
移行
推進
課

難病
相談
支援
セン
ター

　難病の患者に対
する医療等に関す
る法律に基づき、
特定医療費（指定
難病）に関する認
定審査、受給者証
の発行、医療費の
支給等を行う。ま
た、難病に関する
各種の相談支援を
はじめ、情報提
供、講演や研修等
を行う難病患者支
援の拠点である難
病相談支援セン
ターの運営を行
う。

35

36

発達障害者総
合支援事業

単年度目標
設定なし

H28年度
（47.2％）

比減

65.6

人

33,084

―

―

36,290

22,601

787 9,050

20,950

37,460

18,312

順調

　北九州市難病サービスガイ
ドやリーフレットを作成・配
布したり、ホームページ・
Facebook等で情報発信を行う
等の方法により、難病相談支
援センターを周知した。
　難病患者及びその家族等か
らの相談支援をより確実に行
うことができるよう、研修会
等への参加による職員のスキ
ルアップを図った。
　以上より「順調」と判断。

順調

　研修実施数、相談実人数と
もに昨年と比べ増加し、円滑
な運営ができており、多くの
支援につながっている。発達
障害者支援協議会について
は、令和3年度に行った専門
部会での議論の結果「最終ま
とめ」が完成した。発達障害
児早期支援システム研究事業
については、市内3カ所の保
育園にて年中児61名を対象に
事業（アンケート、健診、特
性評価）を実施し、結果をも
とに、保護者や関係者に支援
策を提案できた。
　以上のことから、「順調」
と判断。

63.6

相談機関を利用し
たことがない難病
患者の割合の減少
（北九州市障害
児・者等実態調査
より）

1,2001,200

人

54.5%(R
2調査結
果）
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

90 人 90 人

実
績

95 人 97 人

達
成
率

105.6 ％ 107.8 ％

目
標

266 人 255 人

実
績

206 人 254 人

達
成
率

77.4 ％ 99.6 ％

目
標

3 人 2 人

実
績

1 人 2 人

達
成
率

33.3 ％ 100.0 ％

7,650

37,283

263

在宅医療サービス
費用の助成の実施

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

助成の
実施

福祉施設から一般
就労への移行件数

助成の
実施

障害者しごとサ
ポートセンター利
用者の就職人数

障害者ワークス
テーションで働く
障害のある人の民
間企業等への就職
者数

―

―

　若年者の末期が
ん患者に対し、患
者及びその家族の
身体的・経済的不
安の軽減を図るた
め、在宅療養に必
要な在宅サービス
利用料の一部を助
成する。

― ―

90人
(毎年
度)

7人
(R3年度
からR7
年度ま
での累
計)

38 ❽

Ⅱ-2-
(2)-②
地域に
おいて
日常生
活を送
るため
の基盤
整備

難病
相談
支援
セン
ター

障害
福祉
企画
課

39 ❽

障害者就労支
援事業

❸

　保健福祉局障害
福祉企画課内に設
置した｢障害者ワー
クステーション北
九州｣において、会
計年度任用職員と
して雇用した知
的・精神障害のあ
る人が専任指導員
のもと、市役所内
のデータ入力やラ
ベル貼りなどの軽
易な業務に従事
し、その経験を踏
まえ、民間企業へ
の就職につなげる
ための取り組みを
推進する。

事業の
周知

88人
(H26年
度)

　障害者しごとサ
ポートセンターを
拠点に、障害のあ
る人本人の能力や
特性に応じたきめ
細かな対応を行う
とともに、新たな
職場開拓や企業の
意識啓発及び就労
移行支援に対する
効果的な支援への
取組みを通じて、
障害者雇用の促進
を目指す。

100人
(H26年
度)

150

82

34,631

2,375

37,683

500

　令和3年度に任用期間が満
了となった会計年度任用職員
2名が民間企業への就職につ
ながった。
　達成率が100％であったた
め、「順調」と判断。

94

6,220

7,550 順調

　若年者の末期がん患者に対
して、在宅療養に必要なサー
ビス利用料の一部を助成する
とともに、北九州市医師会に
所属している診療所等にチラ
シを送付し、事業周知を図っ
たことから、「順調」と判
断。

順調

【評価理由】
　若年の末期がん患者に対し
て、在宅療養に必要なサービ
ス利用料の一部を助成すると
ともに、北九州市医師会に所
属している診療所等にチラシ
を送付し、事業周知を図っ
た。
　障害者しごとサポートセン
ター利用者の就職人数は目標
を達成し、福祉施設からの就
職件数は254件と達成率が9割
を超えている。
　地域生活移行促進事業につ
いても、入所施設からの地域
生活への移行者数が一定程度
あるため、「順調」と判断。

【課題】
　若年者の在宅ターミナルケ
ア支援事業については、対象
者が若年者であることから終
末期医療への切り替えの決断
に時間を要する場合、対象者
が自身の余命について知らさ
れていない場合等、自ら利用
を希望する場合を除き、事業
周知には相当の配慮が必要な
場合があり、利用対象者への
積極的な事業PRが難しい。
　障害者就労支援について
は、障害者雇用促進法の改正
により、令和3年3月から民間
企業の法定雇用率が2.2％か
ら2.3％に引き上げられたこ
とから、障害者しごとサポー
トセンターを拠点として関係
機関との連携のもと、更なる
取組の充実を図る必要があ
る。障害者ワークステーショ
ン事業については、会計年度
任用職員として雇用している
障害のある人を民間企業等へ
の就職につなげるために関係
機関と連携しながら取組を継
続していく必要がある。
　地域生活移行促進事業につ
いては、地域における受け皿
づくりや相談支援体制の充実
を図る必要がある。順調

順調 　若年者の在宅ターミナル
ケア支援事業については、
利用希望者に事業内容が伝
わるよう、引き続き医療機
関を中心に事業の周知を
行っていく。
　障害者就労支援について
は、障害のある人の更なる
雇用促進を図るため、新た
な職場開拓や企業の意識啓
発及び就労移行支援事業所
等に対する効果的な支援を
行うとともに、「障害者
ワークステーション北九
州」において、民間企業へ
の就職につなげるための取
組を継続して行う。
　地域生活移行促進事業
は、地域生活での受け皿と
なるグループホームの充実
のため、引き続きグループ
ホーム整備のための助成事
業を継続する。

　障害者しごとサポートセン
ター利用者の就職人数は目標
を達成した。福祉施設から一
般就労への移行件数は254件
であり、達成率が9割を超え
たため、「順調」と判断。

障害
福祉
企画
課

障害者ワーク
ステーション
事業

助成の
実施

助成の
実施

37
若年者の在宅
ターミナルケ
ア支援事業

255人
（R5年
度）
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

79 人 41 人

達
成
率

62.2 ％ 100.0 ％

目
標

実
績

775 人 766 人

達
成
率

9.6 ％ 98.8 ％

目
標

610 人 515 人

実
績

0 人 0 人

達
成
率

0.0 ％ 0.0 ％

1,499

31,326

障害者
スポー
ツ教室
等参加
者の拡

大

20,816

1,901

Ⅱ-2-
(2)-③
社会参
加の促
進

―

　障害のある人の
スポーツ大会や、
各種スポーツ教室
等を開催、障害者
団体等によるス
ポーツ大会等への
支援を行う。

　障害のある人
が、施設、病院、
家庭から自立し
て、グループホー
ムや単身での生活
ができるように、
障害のある人の地
域移行を支援及び
促進させる事業を
実施する。

障害者スポーツ教
室等参加者数

4,108人
(H24年
度)

―

1,356人
(R1年度
末施設
入所者
数)

H28年度末の
施設入所者
数（1,403

人）から127
人以上

生涯を通じた支援
体制の構築

―

前年度
（775人）

比増

3,00040

障害
福祉
企画
課

41
❸
⑩

障害
者支
援課

前年度
（8,064人）

比増

R1年度
末の施
設入所
者数か
ら82人
以上

（R5年
度）

③
⓫

―

―

54,490 3,635

1,065
　入所施設からの地域生活へ
の移行者数が一定程度あるた
め、「順調」と判断。

やや
遅れ

順調

　障害者スポーツ振興事業
については、関係団体と役
割分担や連携を図るととも
に、各事業の周知や参加者
の拡大を図る。
　障害者芸術文化活動等推
進事業については、関係団
体との連携を図り、事業の
周知を充実するとともに、
関連するイベントとの一体
的な開催等の連携を継続
し、魅力的なイベント内容
とすることにより、参加者
数・来場者数の拡大を図
る。

　障害者スポーツ教室等につ
いては、新型コロナウイルス
感染症対策として、一部開催
中止や規模を縮小して実施し
たため、参加者数が目標を達
成しなかった。
　加えて、新型コロナウイル
ス感染症拡大のため、北九州
市障害者スポーツ大会を中止
したことから、「やや遅れ」
と判断。

【評価理由】
　障害者スポーツ教室や、障
害者芸術祭は新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じつつ開
催したが、障害者スポーツ教
室については、目標を達成で
きず、障害者スポーツ大会を
中止したことから「やや遅
れ」と判断。

【課題】
　障害者スポーツの振興につ
いては、障害のある人のス
ポーツ活動を通じた社会参加
の促進のため、引き続き各事
業の参加者数の増加を図る必
要がある。
　障害者芸術文化活動等の推
進については、障害のある人
の芸術、文化活動を通じた社
会参加の促進と障害への理解
を深めるため、引き続き参加
者数、来場者数の増加を図る
必要がある。

やや
遅れ

―

障害者スポーツ大
会参加者数

地域生活移行
促進事業

障害者スポー
ツ振興事業

入所施設からの地
域生活への移行者
数

R1年度末の
施設入所者
数から41人

以上

生涯を
通じた
支援体
制の構

築

535人
（R5年
度）

534人
(H24年
度)

―
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

216 点

実
績

203 点 260 点

達
成
率

89.0 ％ 120.4 ％

目
標

実
績

0 人 1,300 人

達
成
率

0.0 ％

目
標

実
績

75.7 人 76.5 人

達
成
率

108.1 ％ 98.9 ％

31,650

7,155

―

647,474

障害者芸術祭来場
者数

640人
(H24年
度)

75歳未満のがんの
年齢調整死亡率の
減少

113点
(H24年
度)

障害者芸術祭出展
数

74.4人
(R4年
度)

前年度
（228点）

比増

495,95243
健康
推進
課

障害
福祉
企画
課

42

Ⅱ-2-
(3)-①
生活習
慣病の
予防・
重症化
予防

障害者
芸術祭
来場者
数の拡

大

前年度比減
少

前年度
（82.4人）

比減少

前年度
（1,300人）

比増

6,855

512,734

8,155 1,040

順調

　がん検診クーポン事業に
おける受診勧奨の強化や、
特定健診における新規加入
者への受診券送付・未受診
者対策など、がん検診・特
定健診の受診率向上のた
め、効果的な受診勧奨・受
診促進事業を引き続き実施
する。
　また、受診後の適切な
フォロー体制の充実を図
る。
　特定保健指導率向上のた
め、市医師会との連携を強
化していく。

順調

　令和2年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響によ
り、個別検診、集団検診を中
止した期間があったが、令和
3年度は、感染予防対策を講
じ、検診を長期間中止するこ
となく実施した結果、受診率
が上昇した。
　また、75歳未満のがんの年
齢調整死亡率は、前年度より
やや増加しているものの平成
27年度に比べて減少した。
　以上のことから、「順調」
と判断。

順調

　令和3年度は新型コロナウ
イルス感染症対策を講じつ
つ、ステージイベントを実施
した。
　作品展の出展数は高水準を
維持しており、芸術祭の来場
者数も目標を達成しているた
め「順調」と判断。

【評価理由】
　集団検診予約センターの開
設による受診機会の確保や、
専門職の電話による特定健診
の受診勧奨を早期に実施する
など、受診率向上の取組を積
極的に行った結果、前年度よ
りもがん検診・特定健診とも
に受診率が上昇したため、
「順調」と判断。

【課題】
　がん検診・特定健診の更な
る受診率向上のため、より効
果的な受診勧奨方法の検討が
必要である。
　また、特定保健指導には面
接が必須であり、新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響
で、対象者が保健指導を控え
ることが予想される。
　高血圧症や血糖コントロー
ル不良者の割合減少のために
も、市医師会等の関係機関と
連携し、保健指導率の上昇を
目指す必要がある。

健康診査・健
康診査受診促
進事業

236点
（R5年
度）

84.2人
(H27年
度)

　障害のある人の
芸術・文化活動を
推進するため、
「障害者芸術祭」
などの芸術・文化
活動の発表の場を
設けるとともに、
家に閉じこもりが
ちになる障害のあ
る人が地域社会へ
一歩踏み出し、社
会の一員として自
立するための支援
事業を行う。

　がんなどの生活
習慣病予防対策の
一環として、これ
らの疾患の疑いの
ある者や危険因子
を持つ者をスク
リーニングするた
め、各種がん検診
等を実施する。
　また、受診勧奨
のハガキの送付や
健康診査のチラシ
の配布、啓発イベ
ントなどのPR活動
を通じて、健康診
査についての知識
を普及するととも
に、健康診査受診
の動機づけを行う
ことで受診率の向
上を図る。

❸

❸
⑩

障害者芸術文
化活動等推進
事業

前年度比増
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

0.79 ％ 0.74 ％

実
績

1.03 ％ 1.02 ％

達
成
率

69.6 ％ 62.2 ％

目
標

0.98 ％ 0.93 ％

実
績

1.26 ％ 1.27 ％

達
成
率

71.4 ％ 63.4 ％

目
標

実
績

84.4 ％ 86.8 ％

達
成
率

101.2 ％ 112.9 ％

目
標

実
績

達
成
率

120,939130,637

H28年度比増

―

―
63.4％
(H28年
度)

3歳児でむし歯の
ない者の割合

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

受診者数に対する
高血圧症該当者
（重度）の割合の
減少

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

0.65％
(R5年
度)

単年度目標
設定なし

前年度
（83.4％）

比増

【評価理由】
　1歳6か月児・3歳児歯科健
康診査を受診した者の割合が
増加し、歯周病（歯周疾患）
検診受診率は横ばいで推移し
ている。また、食育の推進に
ついては、指標である地域食
育講座等の開催回数が目標の
約8割を達成した。
　以上のことから、「順調」
と判断。

【課題】
　歯科保健の推移について
は、未受診者に対する受診勧
奨を継続するとともに医科歯
科連携を図る必要がある。
　食育の推進については、食
生活改善推進員の高齢化や会
員数の減少のほか、若い世代
や無関心層の行動変容につな
がる事業が少なく、検討が必
要である。

H28年度比増

0.82％
(R5年
度)

歯科保健の推
進

Ⅱ-2-
(3)-②
食育及
び歯と
口の健
康づく
りの推
進

健康
推進
課

❸ 581,891

115,870

H28年度
比増
(R4年
度)

80.0％
(R4年
度)

608,679

　1歳6か月児・3歳児歯科健
康診査を受診した者の割合が
増加、3歳児でむし歯のない
者の割合も前年度と比較し増
加している。さらに、歯周病
（歯周疾患）検診受診率も横
ばいで推移していることから
「順調」と判断。

22,300

　新型コロナウイルス感染症
対策のため、令和2年度は途
中から集団検診を予約制とし
た。令和3年度は7月から中止
することなく実施できた。成
果指標の達成度から「順調」
と判断。

順調 　
　歯科保健については、引
き続き歯科疾患の早期発
見・早期対応を目的とした
歯科健（検）診や情報提
供、普及啓発活動を実施す
ることにより、歯と口の健
康づくりの推進を図る。
　食育の推進については、
地域に密着した普及啓発活
動を行うボランティア（食
生活改善推進員）の育成、
円滑な活動のための支援を
行うとともに、活動関係団
体との連携を強化し、様々
な場面での無関心層を含め
た食育の情報発信に努め
る。
　また、健康づくり応援店
の利用・登録促進を図る。

順調

順調

42,300807,510

　歯と口の健康
は、美味しい食事
や家族や仲間との
会話を楽しむ等、
生活の質の向上を
図るための重要な
要素である。
　乳幼児期から高
齢者まで生涯を通
じた歯と口の健康
づくりの一環とし
て、歯科疾患の早
期発見・早期対応
を目的とした歯科
健（検）診や情報
提供・普及啓発を
実施することによ
り歯と口の健康づ
くりの推進を図
る。

保健事業（特
定健診・特定
保健指導）

―

0.92％
(H28年
度)

　「高齢者の医療
の確保に関する法
律」に基づいて、
40歳～74歳の北九
州市国民健康保険
被保険者を対象に
メタボリックシン
ドロームに着目し
た生活習慣病予防
のための特定健診
を実施する。ま
た、健診の結果、
特定保健指導やそ
の他の保健指導等
適切な事後フォ
ローを実施する。

❸

健康
推進
課

45

44

受診者数に対する
血糖コントロール
不良者（重度）の
割合の減少

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

76.9％
(H28年
度)

―

1.13％
(H28年
度)

毎日の食事をおい
しいと思う人の割
合（健康づくり実
態調査より）
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

90 ％ 90 ％

実
績

97 ％ 94 ％

達
成
率

107.8 ％ 104.4 ％

52,500

食育に関心を持っ
ている人の割合

教室終了時に「今
後も習慣的に運動
する」と答えた割
合

健康づくりや介護
予防のために取り
組んでいることが
あると答えた高齢
者の割合（北九州
市高齢者等実態調
査より）

Ⅱ-2-
(3)-③
豊かな
社会生
活を営
むため
のここ
ろと体
の健康
づくり

―

単年度目標
設定なし

――

― ―

68.3％
(R1年
度)

❸
⑪

― 21,550

単年度目標
設定なし

―

80,663

―

単年度目標
設定なし

4,001

62,243

単年度目標
設定なし

90％以
上

(R5年
度)

10,575

【評価理由】
　地域における健康づくり・
介護予防の推進事業について
は、新型コロナウイルス感染
症の影響で普及教室等の参加
者数は回復していないもの
の、参加者の94％に運動習慣
の定着意欲が認められる。
　フレイル対策強化事業につ
いては、通いの場を把握し、
その地域の健康課題に基づい
た健康教育などを目標回数以
上実施した。
　自殺対策事業については、
養成したゲートキーパーの人
数や広報・啓発活動実施回数
が目標値の約2倍となった。
　後期高齢者のデータヘルス
の推進においては、KDBシス
テムを活用し対象者を抽出
し、対象者への保健指導を
100％実施した。
　以上のことから、「順調」
と判断。

【課題】
　地域における健康づくり・
介護予防の推進事業について
は、新型コロナウイルス感染
症予防対策を講じながら実施
する。また、通いの場等にお
ける介護予防活動を充実さ
せ、健康無関心層でも取り組
みやすい環境づくりを進める
ため介護予防活動実践者の養
成を継続する必要がある。
 フレイル対策強化事業につ
いては、通いの場の把握を積
極的に行い、健康教育等を行
う。
　本市の自殺者数は令和2
年・3年と増加しており、特
に全国的にも女性の自殺者は
増加している。引き続き、行
政、民間、地域団体等との連

　新型コロナウイルス感染拡
大の影響が残る中でも、実施
方法を非対面式に変更する
等、感染症対策を講じた上で
事業を実施し、普及教室の参
加者数が令和2年度と比べて
2,386人から3,072人に回復し
ているため「順調」と判断。

順調

順調

23,828

R1年度
比増
(R4年
度)

90％
(R4年
度)

7,976

　教室参加者数が目標値を超
え、参加者の94％に運動習慣
の定着意欲が認められること
から「順調」と判断。

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の観点から、
調理・試食・イベントを中止
しているため、指標としてい
る地域での食育の講座の実績
数は目標に達していない。し
かし、感染対策を考慮し、方
法を変更するなど対策を行っ
たことにより、開催目標
（200回）の約8割（161回）
開催を達成したため、「順
調」と判断。

順調

順調

　地域における健康づく
り・介護予防の推進事業に
ついては、引き続き効果的
な介護予防プログラムを提
供するとともに、地域の介
護予防活動を普及・啓発す
る実践者の活動を地域に根
付かせて、健康づくり・介
護予防の意識を高める。
　新しい介護予防・健康づ
くり事業については、ふく
おか健康づくり県民運動の
動向を踏まえて実施を検討
する。
 フレイル対策強化事業につ
いては、引き続き通いの場
への積極的な関与を行い、
フレイル対策を強化してい
く。
　自殺対策事業について
は、引き続き、人材育成、
普及啓発、相談対応、関係
機関連携強化を推進する。
　後期高齢者のデータヘル
スの推進においては、引き
続き、保健指導対象者への
効果的な保健指導を行う。

3,239

64,695

38,794
新しい介護予
防・健康づく
り事業

―

77.9％
(H29年
度)

❸
⑪
⑰

47

48

地域における
健康づくり・
介護予防の推
進

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

　さまざまな高齢
者が効果的に介護
予防に取り組むこ
とができるよう
に、心身機能の状
態や程度に合わせ
たプログラムを開
発・提供し、より
多くの高齢者に対
して介護予防の機
能強化を図る。ま
た、ひまわり太極
拳や公園の健康遊
具など介護予防
ツールの普及・指
導技術を学ぶ講座
等の実施や食生活
改善推進員などに
よる訪問事業の実
施、食生活改善推
進員協議会が実施
する「ふれあい昼
食交流会」への開
催支援により、身
近な地域で介護予
防活動を普及・啓
発する役割を担う
実践者を育成・支
援し、地域活動の
充実を促進する。

　地域における食
育推進や地域で活
動する食生活改善
推進員の養成を目
的とした講座を開
催する。併せて、
食育に関する情報
発信の充実や関係
団体等のネット
ワークづくりを進
め、お互いの情報
共有や相互連携・
協力による食育を
推進する。

46 食育の推進

　平成30年度の一
般介護予防事業と
して実施した「新
しい介護予防プロ
グラム提供事業」
の成果を踏まえ、
ふくおか健康づく
り県民運動と連携
して、幅広い年齢
層（18歳以上）を
対象にした介護予
防・健康づくり事
業を行う。

❸
健康
推進
課

10,575
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

17.15 人 17.89 人

達
成
率

71.3 ％ 65.8 ％

目
標

実
績

達
成
率

　本市の高齢者の
生活習慣病等の疾
病予防・重症化予
防や介護予防・フ
レイル予防を一体
的に実施し、市民
の健康寿命の延伸
を推進する。KDBシ
ステムを活用し
て、健康課題を分
析・把握し、対象
者を抽出して、国
民健康保険の保健
事業と後期高齢者
医療制度の保健事
業、介護予防事
業・フレイル対策
を接続させ、福岡
県等と連携しつ
つ、効果・効率的
に実施する。

自殺死亡率（人口
10万人あたりの自
殺者数）

単年度目標
設定なし

51

19.04人
(H27年)

―

13.33人以下13.33人以下

―

単年度目標
設定なし

健康
推進
課

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

❸
後期高齢者の
データヘルス
の推進

R8年ま
でにH27
年比30%
以上削

減
(13.33
人)

H30年度
比1年延

伸
（R5年
度）

―

16,834

7,700

携を強化し、総合的な対策の
施策を推進する必要がある。
　後期高齢者のデータヘルス
の推進においては、後期高齢
者健康診査の受診率が低いた
め、本来支援が必要な対象者
の抽出が十分にできていな
い。ポピュレーションアプ
ローチと連動して、健診受診
率の向上を図る。

順調

順調

　KDBシステムを活用して、
健康課題を分析・把握し、対
象者を抽出して、対象者への
保健指導を100％実施したた
め、「順調」と判断。

16,921

4,910

H30年度
比

1年延伸
（R5年
度）

20,225

17,150

　教室実施回数が目標値を上
回ったことから「順調」と判
断。

10,575

順調
　いずれの項目についても目
標値の60％以上を達成してい
ることから「順調」と判断。

5,822―

―

自殺対策事業

平均自立期間の延
伸（要介護2以
上）

平均自立期間の延
伸（要介護2以
上）

男性：
78.8年
女性：
83.5年
（H30年
度）

男性：
78.8年
女性：
83.5年
（H30年
度）

49
❸
⑰

フレイル対策
強化事業

❸

　市民への啓発活
動を中心に、自殺
者を減らすための
さまざまな事業を
実施する。

50

精神
保健
福祉
セン
ター

　高齢者の通いの
場等での介護予防
の取組に加え、地
域の健康課題に基
づいた健康教育や
健康相談を実施す
ることで、疾病予
防、重症化予防を
図り、フレイル対
策を強化する。

18,720

12,938

22,766
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

単年度目標
設定なし

単年度目標
設定なし

H28年度
比増
(R4年
度)

―

―

―

―

単年度目標
設定なし

単年度目標
設定なし健康づくりや介護

予防のために取り
組んでいることが
あると答えた高齢
者の割合（北九州
市高齢者等実態調
査より）

74.0％
(H28調
査結果)

68.3％
(H28調
査結果)

72.7％
(H28年
度調査
結果)

―

68.3％
(H28年
度調査
結果)

男性
71.93歳
女性

74.01歳
（H28年
度調査
結果）

単年度目標
設定なし

―

単年度目標
設定なし

―

単年度目標
設定なし

―

―

12,113

　健康マイレージ事業及び
ICTを活用した健康づくりイ
ンセンティブ事業について
は、一体的な推進を目指
し、効率的・効果的な事業
運営、更なる利用者の拡
大、健康行動の促進を図
る。
　受動喫煙防止対策、たば
こ対策促進については、改
正健康増進法に基づいた受
動喫煙対策に係る支援や喫
煙専用室等の設置・運用時
における相談指導を行うと
ともに、たばこの健康影響
等に関する普及啓発を妊産
婦や乳幼児の保護者等幅広
い世代に対して強化してい
く。また、COPDの認識度向
上及び禁煙の推進を継続し
て進めていく。
　市民センターを拠点とし
た健康づくり事業について
は、全てのまちづくり協議
会での実施を目指し、若い
世代の参加を含め地域の実
情に応じて取り組むことが
できるように、引き続き支
援する。また、取組が長年
継続している団体について
は、地域の健康課題につい
て話し合い、目標設定、計
画づくり、実践、事業評価
のPDCAサイクルをより効果
的に実践できるよう支援を
行う。
　介護支援ボランティア事
業については、活動者及び
受入施設が安全かつ安心し
て事業に参加できるよう、
感染防止対策や、対象とな
る受入施設の拡大を含めた
活動機会の増加に向けた検
討とともに、情報発信を行
う。
　地域リハビリテーション
活動支援事業については、
関わる多職種の専門職が連
携しながら、介護予防の正
しい知識や具体的な取組み
方法を啓発し、地域での継
続した活動を定期的に支援
する仕組みづくりを行い、
更なる機能強化を図る。

　健康づくりアプリにおい
て、健康マイレージ応募機能
や血圧入力・管理機能などを
活用し、市民に血圧測定や塩
分チェックを実施してもらう
ことで、高血圧予防や重症化
を未然に防ぐことへの関心を
高めてもらう取組を促進し、
利用者が当初目標の92.2％を
達成したため、「順調」と判
断。

H28年度
比2歳延

伸
(R4年
度)

13,734

H28年度
比増
(R4年
度)

14,325

4,825

5,800

H28年度
水準か
らの上

昇
(R4年
度)

―

40,00527,178

順調

7,900

やや
遅れ

　自宅で取り組める健康づく
り活動や高血圧予防に資する
健康チェックの取組を促進し
た。
　また、自宅でできる健康づ
くりの方法や血圧・体重測
定、健(検)診受診の必要性を
幅広く分かりやすく啓発する
ため、リーフレットの内容を
刷新し、全戸配布を行った。
さらに景品の魅力向上やコス
ト削減を図るとともに、健康
づくりを社会全体で支える機
運を醸成するため、企業の協
賛を幅広く募った。しかし、
参加者数が伸びなかったため
「やや遅れ」と判断。

【評価理由】
　健康マイレージ事業の参加
者は減少傾向にあるものの、
健康づくりアプリにおいて
は、利用者が堅調に伸びてい
る。
　市民センターを拠点とした
健康づくり事業では、事業実
施まちづくり協議会数が増加
した。
　受動喫煙防止対策事業は制
度周知のため飲食店事業者等
向けに出前講演を実施し、制
度周知を行った。
　新型コロナウイルス感染症
の影響を受けながらも各事業
を継続することができたた
め、「順調」と判断。

【課題】
　健康マイレージ事業につい
ては参加者数が減少している
ため、自宅で取り組める活動
を推奨するなど実施方法を見
直し、健康行動の促進のため
魅力ある事業内容とする必要
がある。
　健康（幸）寿命プラス2歳
の推進については、ICTを活
用した健康づくりインセン
ティブ事業の利用者の拡大と
日々の健康管理への活用をさ
らに促進するため、戦略的な
広報や高齢者等のデジタル弱
者へ向けた導入の手助けが必
要である。
　受動喫煙防止対策事業につ
いては、改正健康増進法を踏
まえて、市民からの苦情、施
設管理者等からの相談に適切
に対応するための体制整備及
び飲食店以外のオフィス、工
場等第二種施設の職場におけ
る受動喫煙防止対策を強化し
ていくことが必要である。た
ばこ対策促進事業は、受動喫
煙防止の観点とあわせ、新型
コロナウイルス感染症の重症
化防止の観点からも、COPDな
どたばこの健康への影響、禁
煙支援の周知・啓発を強化す
る必要がある。
　市民センターを拠点とした
健康づくりについては、地域
の少子高齢化が進み、事業を
継続することが困難になるこ
とが推測され、市民主体の健
康づくり活動が充実し、継続
できるよう支援する必要があ
る。
　介護支援ボランティア事業

12,421

市民センター
を拠点とした
健康づくり事
業

―

単年度目標
設定なし

　介護予防・生活
習慣改善等の取り
組みや健康診査の
受診等をポイント
化し、そのポイン
トを景品などと交
換することで、健
康づくりの重要性
を広く普及啓発す
るとともに、市民
の自主的かつ積極
的な健康づくりへ
の取り組みを促進
する。

Ⅱ-2-
(3)-④
個人の
健康づ
くりを
支える
環境の
整備

　健康（幸）寿命
プラス2歳を推進す
るため、スマート
フォンアプリ等を
活用した健康管
理、高血圧や糖尿
病の予防・啓発を
総合的に実施し、
市民の健康づくり
を支援する。

　市民センター等
を拠点として、市
民が主体となって
地域の健康課題に
ついて話し合い、
目標設定、計画づ
くり、実践、事業
評価を一つのサイ
クルとした健康づ
くり事業を、まち
づくり協議会が健
康づくり推進員の
会、食生活改善推
進員協議会と連携
し、医師会、歯科
医師会、薬剤師
会、栄養士会、行
政（保健師等）な
どの協力により行
う。

❸53

54

―

健康づくりや介護
予防のために取り
組んでいることが
あると答えた高齢
者の割合（北九州
市高齢者等実態調
査より）

｢普段、自分は健
康だと思う」「ま
あまあ健康だと思
う」と答えた19歳
以上の市民の割合
（健康づくり実態
調査より）

単年度目標
設定なし

―

単年度目標
設定なし

H28年度
水準か
らの上

昇
(R4年
度)

―

―

―

健康寿命
（厚生労働省研究
班報告より）

自分の健康状態に
ついて「普通」
「まあよい」「よ
い」と考えている
高齢者の割合（北
九州市高齢者等実
態調査より）

❸
⑪
⑰

―

健康
推進
課

健康
推進
課

❸

健康（幸）寿
命プラス2歳
の推進

健康
推進
課

健康マイレー
ジ事業

52

―

2,766

19,491

順調

　既存団体は、新型コロナウ
イルス感染症の状況に合わ
せ、今後の活動の在り方につ
いて検討しながら取り組んで
いる。
　令和3年度に、市民セン
ターを拠点とした健康づくり
事業を新たに3団体が開始
し、事業実施まちづくり協議
会数が増加したため、「順
調」と判断。

順調

5,692―

―
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

2,200 人

実
績

2,067 人

達
成
率

94.0 ％

目
標

980 人

実
績

108 人

達
成
率

11.0 ％

―

―

家庭
14.1％
飲食店
29.9％
(H28調
査結
果）

介護支援ボラン
ティア活動者数

単年度目標
設定なし

受動喫煙の機会を
有する者の割合
（20歳以上）
（健康づくり実態
調査より）

喫煙者の割合
（健康づくり実態
調査より）

1,913人
(H29年
度)

男性
22.0％
女性
7.0％
(R4年
度)

　事業の案内と周知は例年ど
おり実施したが、活動者及び
受け入れ施設ともに新型コロ
ナウイルス感染症の影響を大
きく受け、活動機会が減少し
た。そのため、登録者は前年
度と同程度であったが、活動
者数が目標を下回ったことか
ら「遅れ」と判断。

遅れ

2,541

　介護支援ボランティア事業
は、活動者及び受入施設が安
全かつ安心して事業に参加で
きるよう、感染防止対策及び
活動機会の増加に向けて検討
する。
　地域リハビリテーション活
動支援事業については、地域
の住民主体活動を継続して実
践し、介護予防の動機づけに
つながる支援の仕組みづくり
が必要である。

2,572 1,592

　65歳以上の高齢
者が特別養護老人
ホームなどの介護
保険施設等でボラ
ンティア活動を
行った場合にポイ
ントを付与し、貯
まったポイントを
換金又は寄付する
ことができる事
業。

健康
推進
課

　健康増進法の一
部改正を受け、望
まない受動喫煙の
防止を図るため
に、受動喫煙に関
する知識の普及、
意識の啓発等を通
じ、望まない受動
喫煙が生じない社
会環境の整備を推
進するとともに、
禁煙に対する啓発
を行っていく。

介護支援ボラ
ンティア事業

56

2,200人
(R2年
度)

男性
27.9％
女性
8.1％
(H28調
査結
果）

家庭
13.0％
飲食店
15.0％
(R4年
度)

単年度目標
設定なし

55

単年度目標
設定なし

― ―

単年度目標
設定なし

―

―

❸

966人
（R元年
度）

介護支援ボラン
ティア登録者数

❸
⑪

介護
保険
課

受動喫煙防止
対策事業・た
ばこ対策促進
事業

―

1,000人
（R5年
度）

―

12,0009,012 8,011

7,900

　制度周知のため飲食店事業
者等向けに出前講演を実施し
制度周知を行った。説明会参
加者数が合計1,002人と達成
率が200％だったため、「順
調」と判断。

順調

3,420
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

77.7 ％

達
成
率

104.4 ％

―

　人権啓発マッチの入場制限
の影響により、活動指標の達
成率は69.1％にとどまった。
　しかし、講演会等その他の
啓発事業は新型コロナウイル
ス感染防止対策を徹底し、確
実に実施できたため「順調」
と判断。

順調 【評価理由】
　新型コロナウイルス感染防
止対策を徹底したうえで、各
種啓発事業を着実に実施し、
人権の約束事運動も順調に推
進されたため「順調」と判
断。

【課題】
　人権啓発事業については、
事業の形態や広報の手法など
の情報を収集、検討を行い、
より多くの市民及び団体の事
業への参加を促進する必要が
ある。

やや
遅れ

　人権課題の多種、多様化
に留意しながら、取り上げ
るべきテーマを検討し、事
業を実施する。
　また、幅広い年齢層に届
く広報の手法について、検
討する。
　講演会や研修会の開催に
ついては、引き続き新型コ
ロナウイルス感染防止対策
に配慮し、安全な開催を徹
底する。
　人権の約束事運動の推進
については、未登録団体の
掘り起こしを積極的に行
う。
　また参加登録団体に対し
ては、約束事運動の積極的
な取組を促し、市民運動と
してさらなる活性化を目指
す。

70,175

すべて
の市民
の人権
が尊重
される
社会の
実現

50,125

R1年度
比増
(R4年
度)

―

―

58

地域リハビリ
テーション活
動支援事業

57

Ⅱ-3-
(1)-①
すべて
の市民
の人権
の尊重

市民への人権
啓発の推進

人権
文化
推進
課

同和
対策
課

単年度目標
設定なし

―

―

単年度目標
設定なし

―

―

H27年度
(74.4％）比

増

―

　市民が介護が必
要となる状態を防
ぎ（介護予防）、
健康寿命の延伸を
図るために、高齢
者等が地域で実施
している介護予防
教室等へ運動・栄
養・口腔分野の専
門職等が関与し、
自立支援と地域づ
くりの視点から効
果的な介護予防技
術の伝達や人材の
育成等を行う。ま
た、技術を普及す
る専門職間の介護
予防に関する連携
も強化し、より効
果的な介護予防の
普及・啓発を展開
する。

―

―

健康づくりや介護
予防のために取り
組んでいることが
あると答えた高齢
者の割合（北九州
市高齢者等実態調
査より）

―

⑤
❿

❸
⑪

　「人権文化のま
ちづくり」の実現
に向けて、幅広い
年齢層の市民を対
象に、様々な機会
を通じて、人権啓
発を推進する。

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

―

―

単年度目標
設定なし

61,610

32,733

　食事や口腔に関する活動
は、市民センターを中心とす
る活動の場の貸館制限が解除
された10月以降の6か月間の
実施となった。住民運営の通
いの場等への訪問件数が、前
年度よりは増加したものの、
600件の目標に対し261件と約
4割にとどまったため「やや
遅れ」と判断。

43,210
68.3％
(R1年
度)

北九州市民の人権
問題への関心層の
割合（人権問題に
関する意識調査よ
り）

すべての市民の人
権が尊重される社
会の実現

77.7％
(R2年
度)

51,209 順調

34,300

R2年度
比増
(R7年
度)

4,825
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

77.7 ％

達
成
率

104.4 ％

目
標

実
績

45 件 41 件

達
成
率

102.3 ％ 91.1 ％

目
標

実
績

達
成
率

前年度水準
を維持

要支援・要介護認
定を受けていない
高齢者のうち、
「認知症」になっ
ても自宅で生活を
続けられるか不安
な人の割合（北九
州市高齢者等実態
調査より）

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため講座回
数を減らしたものの、受講者
数の伸びを維持できているた
め、「順調」と判断。

　権利擁護・市民後見促進
事業については、高齢化の
進展や認知症高齢者の増加
に伴う専門職後見人の不足
に対応するため、市民後見
人の担い手を育成する養成
研修を引き続き実施する。
また、研修修了者の活動の
場を確保するため法人後見
人業務への補助を行う。
　認知症対策普及・相談・
支援事業については、認知
症の人やその家族が安心し
て暮らせるように、正しい
知識の普及や認知症サポー
ターの活動機会の拡大と
いった相談支援体制の構
築、そして安全確保など、
引き続き、総合的に施策を
継続する。
　高齢者の虐待防止事業に
ついては、職員への研修内
容を見直しながら、レベル
アップに努めるとともに、
更なる市民周知を図る。

順調

順調

【評価理由】
　権利擁護・市民後見促進事
業については、市民後見養成
研修の基礎研修を行い、9期
までの修了者が成年後見制度
の実務の担い手として活動を
行った。
　認知症対策普及・相談・支
援事業については、認知症サ
ポーター養成講座の受講者数
はおおむね例年通りの実績で
あり、かつSOSネットワーク
システムによる早期発見・早
期保護体制が維持されてい
る。
　高齢者の虐待防止事業につ
いては、地域包括支援セン
ター職員に対する高齢者の虐
待防止・権利擁護事業に関す
る研修を行った。
　以上のことから、「順調」
と判断。

【課題】
　権利擁護・市民後見促進事
業については、今後専門職後
見人の不足が予想されるた
め、市民後見人の養成を促進
し、安定した成年後見制度の
推進を図る必要がある。
　認知症対策普及・相談・支
援事業については、認知症の
人やその家族が安心して暮ら
すためには、一人ひとりが認
知症を正しく理解し、見守り
や相談体制、安全確保など総

順調

5,824

単年度目標
設定なし

3,075

研修修
了者の
活躍の
場の確

保

❸
⑪

権利擁護・市
民後見促進事
業

　人権に関する身
近なテーマを約束
事として掲げ、そ
の約束事を地域や
職場など団体の中
で守っていく市民
運動。団体、企
業、施設、学校な
ど所在地が北九州
市内であれば参加
(無料)できる。
　また、参加登録
団体が実施する人
権啓発活動への支
援も行っている。

59

認知
症支
援・
介護
予防
セン
ター

61

❸
⑩
⑪

　認知症高齢者や
その家族が住みな
れた地域で安心し
て暮らせるまちづ
くりを目指し、認
知症を理解して、
認知症の方を地域
で温かく見守り、
支える「認知症サ
ポーター」の養成
に取り組む。

認知症対策普
及・相談・支
援事業

Ⅱ-3-
(1)-②
高齢者
の人権
の尊重

60

⑤
❿

―

H27年度
(74.4％）比

増

　弁護士・司法書
士・社会福祉士な
どの専門職による
第三者後見人が将
来不足することに
備え、契約能力の
低下した認知症高
齢者等に対して福
祉サービスの利用
調整や日常生活の
見守りを中心とし
た成年後見業務を
担う｢市民後見人｣
を養成する。ま
た、後見人養成講
座修了者の活動の
場を確保するため
法人として後見業
務を提供する機関
に補助金を交付
し、成年後見制度
の利用促進を図
る。

長寿
社会
対策
課

障害
者支
援課

人権の約束事
運動の推進

人権
文化
推進
課

―

法人後見受任件数
(年度末件数)

「人権
文化の
まちづ
くり」
の推進

前年度(44
件)水準を維

持

R2年度
比増
(R7年
度)

―

―

―

―

―

77.7％
(R2年
度)

43％
(R1年
度)

―

―

単年度目標
設定なし

―

順調6,891

―

2,833

9,861

単年度目標
設定なし

6,106

9,163

6,083

「人権文化のまち
づくり」の推進

47件
(H27年
度)

―

R1年度
比減
(R4年
度)

―

11,13010,342

北九州市民の人権
問題への関心層の
割合（人権問題に
関する意識調査よ
り）

　第10期の市民後見人養成事
業において基礎研修を行い、
9期までの研修の修了者が後
見業務を法人として提供する
機関に登録し、実際に成年後
見制度の実務の担い手として
活動を行い、法人後見受任件
数も91.1％の達成したため
「順調」と判断。

　参加登録団体は1,742団体
に達した。目標の1,750団体
には届かなかったが、前年度
から70団体が増加し、コロナ
禍にあっても、市民運動とし
て着実に推進できたため、
「順調」と判断。

4,650

3,075
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

45 件 41 件

達
成
率

102.3 ％ 91.1 ％

順調

　権利擁護・市民後見促進
事業については、市民後見
人の担い手を育成する養成
研修を引き続き実施する。
また、研修修了者の活動の
場を確保するため法人後見
人業務への補助を行う。
　障害者差別解消・共生社
会推進事業については、障
害の有無に関わらず誰もが
安心して暮らすことのでき
る共生社会の実現に向け、
障害や障害のある人につい
て市民に理解と関心を深め
てもらえるよう、引き続き
障害者団体や民間事業者と
協働し、積極的に周知啓発
活動を行う。

【評価理由】
　権利擁護・市民後見促進事
業については、市民後見養成
研修の基礎研修を行い、9期
までの修了者が成年後見制度
の実務の担い手として活動を
行った。
　障害者差別解消条例に基づ
く体制の整備や障害者団体と
協働した普及啓発活動の実施
などにより、障害のある人の
人権尊重に向けた取組が行わ
れているため、「順調」と判
断。

【課題】
　権利擁護・市民後見促進事
業については、今後専門職後
見人の不足が予想されるた
め、市民後見人の養成を促進
し、安定した成年後見制度の
推進を図る必要がある。
　障害者差別解消・共生社会
推進事業については、障害者
差別解消条例や合理的配慮に
ついての、認知度調査を実施
した結果、市民の認知度は低
い水準に留まっていた。引き
続き、市民や事業者等の理解
を促進するため、効果的な啓
発を継続して実施する必要が

　第10期の市民後見人養成事
業において基礎研修を行い、
9期までの研修の修了者が後
見業務を法人として提供する
機関に登録し、実際に成年後
見制度の実務の担い手として
活動を行い、法人後見受任件
数も91.1％の達成したため
「順調」と判断。

や相談体制、安全確保など総
合的に施策を進める必要があ
る。
　高齢者の虐待防止事業につ
いては、虐待対応にあたる職
員のレベルアップや虐待防止
についての更なる市民周知が
必要である。

3,075

Ⅱ-3-
(1)-③
障害の
ある人
の人権
の尊重

63
権利擁護・市
民後見促進事
業

法人後見受任件数
(年度末件数)

62

長寿
社会
対策
課

障害
者支
援課

　判断能力が不十
分な高齢者等に、
日常的な金銭管理
や福祉サービス利
用手続きの援助(相
談)、また、成年後
見制度の利用援助
(相談)を行うこと
により、住み慣れ
た地域で安心して
暮らせるよう支援
を行う。また、高
齢者虐待に対する
社会的支援の必要
性が非常に高まる
中で、相談窓口で
ある地域包括支援
センター職員を対
象とした研修を毎
年実施するなど、
高齢者がその人ら
しく安心して暮ら
していくための虐
待予防・早期発
見・援助に必要な
支援を行う。

―

❸
⑩
⑪

❸
高齢者の虐待
防止事業

　弁護士・司法書
士・社会福祉士な
どの専門職による
第三者後見人が将
来不足することに
備え、契約能力の
低下した認知症高
齢者等に対して福
祉サービスの利用
調整や日常生活の
見守りを中心とし
た成年後見業務を
担う｢市民後見人｣
を養成する。ま
た、後見人養成講
座修了者の活動の
場を確保するため
法人として後見業
務を提供する機関
に補助金を交付
し、成年後見制度
の利用促進を図
る。

長寿
社会
対策
課

すべて
の高齢
者の権
利が尊
重さ

れ、そ
の人ら
しく安
心して
生活で
きるま
ちを目
指す。

研修修
了者の
活躍の
場の確

保

前年度水準
を維持

高齢者虐待防止と
権利擁護の推進

47件
(H27年
度)

順調

　虐待が疑われる通報ごとに
訪問調査などを実施し、それ
ぞれのケースにあった介護
サービスや制度を受けられる
ように支援を行ったため「順
調」と判断。

―

9,861

26,176

―

―

―

―

前年度(44
件)水準を維

持

―

6,106

24,801

順調

37,306

6,891

3,075
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

目
標

実
績

達
成
率

―

　戦没者等の慰霊に対する
ご遺族の想いを重く受け止
め、また、次世代へ戦争の
悲惨さや平和の尊さを継承
するため、今後も慰霊・援
護事業の質を維持し、継続
的に実施する。

　新型コロナウイルス感染
症の影響により中止・休止
している取組がある一方、
事業者が新たに移動販売等
の業態を始めるなど、地域
の実情が変化している。
　中止・休止している地域
については、現状を把握し
たうえで、再開に向けて
コーディネーターによる支
援を実施する。

【評価理由】
　いのちをつなぐネットワー
ク推進会議が中止となったこ
と、地域の取組を支援する
コーディネーターへの相談も
少なくなっていることから、
「やや遅れ」と判断。

【課題】
　地域住民が主体となった買
い物支援を定着させるには、
事業者の協力継続や開催場所
の使用許可の継続など、様々
な問題を地域で解決していく
必要がある。
　新型コロナウイルス感染症
の影響で中止・休止している
地域について、再開に向けた
支援をする必要がある。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、地域の取組が
中止・休止せざるを得ない状
況になっている。
　いのちをつなぐネットワー
ク推進会議が中止となったこ
と、地域の取組を支援する
コーディネーターへの相談も
少なくなっていることから、
「やや遅れ」と判断。

順調

　慰霊・援護事業について、
質を維持しながら継続できて
おり、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のため、
戦没者追悼式等を規模を縮小
の上、市内1ヶ所で開催し、
平和の尊さへの理解の一助と
なったと考えられるため、
「順調」と判断。

やや
遅れ

発を継続して実施する必要が
ある。　平成29年12月に施行された

障害者差別解消条例に基づ
き、相談から紛争解決までの
一貫した体制を継続し、障害
を理由とする差別の解消に努
めた。また、障害者差別解消
条例や合理的配慮について理
解を深めてもらえるよう、引
き続き市民や事業者に対する
出前講演を実施した。さら
に、障害のある人等で、外見
からはわからなくても周囲の
援助や配慮を必要としている
人が、周囲の人に配慮を必要
としていることを知らせる
「ヘルプマーク」の配布及び
周知啓発を積極的に行うこと
ができたため、「順調」と判
断。

―

―

地域協
働によ
る買物
支援の
取組の
推進

順調

6,325
地域協働による買
い物支援の取り組
みの推進

― ―

―

障害者差別解
消・共生社会
推進事業

　平成28年4月の
「障害者差別解消
法」施行及び平成
29年12月の「障害
者差別解消条例」
施行に伴い、障害
を理由とする差別
の解消を推進する
ための体制整備や
普及啓発等を行
う。

64

障害
福祉
企画
課

③
❿

―

買い物応援
ネットワーク
推進事業

⓰

地域
福祉
推進
課

総務
課

戦没者等慰霊
事業

　高齢化や都市化
が進む地域の現状
を踏まえ、高齢者
などが安心して買
い物できる環境づ
くりを進めるた
め、民間事業者と
地域をつなぐ仕組
みづくりや、地域
住民が主体となっ
た買い物支援活動
の立ち上げ支援に
取り組み、地域社
会の協働による買
い物支援のネット
ワークの構築を図
る。

66

Ⅱ-3-
(4)-①
平和の
尊さへ
の理解
の促進

65

❸
⑪

　市主催の戦没者
追悼式（旧5市の単
位で5ヶ所）、原爆
犠牲者慰霊平和祈
念式典、海外にお
ける福岡県出身戦
没者の慰霊巡拝、
市内5ヶ所に設置さ
れている忠霊塔等
の維持管理等によ
る戦没者等の慰霊
に関する事業を実
施する。

Ⅲ-1-
(1)-①
快適な
住環境
の形成

―

―

―

市民の
戦争に
関する
記憶が
風化す
ること
なく、
また慰
霊の心
や、援
護に対
する心
を持つ

―

―

「障害
者差別
解消

法」啓
発活動
の実施

―

5,516

条例に
基づく
啓発活
動の実

施

―

―

―

―

―

―

―

「障害を理由とす
る差別をなくし誰
もが共に生きる北
九州市づくりに関
する条例」の普
及・啓発

1,814 3,075

481

【評価理由】
　慰霊・援護事業について、
質を維持しながら継続できて
おり、平和の尊さへの理解の
一助となったと考えられるた
め、「順調」と判断。

【課題】
　関係団体と連携し、先の大
戦によって亡くなられた
方々、ご遺族の方々などに対
する援護・慰霊等を継続して
実施していくことが必要であ
る。

順調18,65011,665

「障害者差別解消
法」に対する認識
を深め、障害者差
別の解消の推進を
図る

―

―

市民が戦没者や原
爆の犠牲者に対す
る追悼の心を持
ち、平和の尊さを
理解し共有するた
めに、追悼式や平
和祈念式典等を実
施

2,091

―

実施

継続的
に実施

―

継続的
に実施

実施

6,154

やや
遅れ

5,352

1,714

1,148

95



保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

実
績

775 人 766 人

達
成
率

9.6 ％ 98.8 ％

目
標

610 人 515 人

実
績

0 人 0 人

達
成
率

0.0 ％ 0.0 ％

目
標

3 件

実
績

0 件

達
成
率

0.0 ％

目
標

実
績

2 件

達
成
率

目
標

実
績

5 件

達
成
率

100.0 ％

目
標

実
績

29 件

達
成
率

207.1 ％

68

77件(R2
年度)

Ⅳ-1-
(2)-②
我が国
をリー
ドする
ロボッ
ト産業
拠点の
形成

やや
遅れ

年間5件

20,816

前年度
（8,064人）

比増

単年度目標
設定なし

障害者スポーツ教
室等参加者数

障害者スポーツ大
会参加者数

実証により北九州
で開発されたロ
ボット等の台数
（本事業による件
数）

❸
⑧

先進
的介
護シ
ステ
ム推
進室

先進的介護
「北九州モデ
ル」推進事業

　ICT/介護ロボッ
ト等を活用した
「北九州モデル」
の普及を図り、あ
わせて、感染症対
策に資する取組を
実施することで、
先進的介護の実効
性を高める。

❸
⑩

障害
福祉
企画
課

　障害のある人の
スポーツ大会や、
各種スポーツ教室
等を開催、障害者
団体等によるス
ポーツ大会等への
支援を行う。

Ⅲ-2-
(3)-①
誰もが
気軽に
スポー
ツに親
しめる
環境づ
くり

障害者スポー
ツ振興事業

67

―

3件
(H29～
R2年度)

介護ロボット等導
入施設数

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

北九州モデル導入
を含む職場改善件
数

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

1件
（R1年
度）

2台
（H29年
度）

534人
(H24年
度)

―

障害者
スポー
ツ教室
等参加
者の拡

大

535人
（R5年
度）

12件
(H28～
R2年度)

年間14～15
件

120件
(R5年
度)

3,635

57,496

やや
遅れ

　障害者スポーツ教室等につ
いては、新型コロナウイルス
感染症対策として、一部開催
中止や規模を縮小して実施し
たため、参加者数が目標を達
成しなかった。
　加えて、新型コロナウイル
ス感染症拡大のため、北九州
市障害者スポーツ大会を中止
したことから、「やや遅れ」
と判断。

15件
(R5年
度)

　関係団体と役割分担や連
携を図るとともに、各事業
の周知や参加者の拡大を図
る。

前年度
（775人）

比増

　北九州モデルを普及促進
することで、市内介護施設
の「介護の質の向上」及び
「生産性の向上」を実現
し、北九州モデルの実践効
果を高めるため、介護現場
のニーズに沿った介護ロ
ボット等の開発・改良を推
進する。

【評価理由】
　着実に中期目標に近づいて
おり、「北九州市介護ロボッ
ト等導入支援・普及促進セン
ター」を窓口として、市内介
護施設に介護ロボット等の普
及が進んでいると考えられる
ため、「順調」と判断。

【課題】
　引き続き介護現場のニーズ
に沿った介護ロボット等の普
及を進めると同時に、ロボッ
トを使いこなすための人材育
成を含めた、導入後のフォ
ローが必要。

順調
大変
順調

　令和3年4月、市内の介護施
設を対象とした北九州モデル
の導入支援拠点として「北九
州市介護ロボット等導入支
援・普及促進センター（以下
「センター」という。）」を
開設し、市内5施設への北九
州モデル導入を支援すること
で、施設の職場改善に繋がっ
た。
　また、センターによる北九
州モデルの情報発信や、人材
育成を目的とした「介護ロ
ボットマスター育成講習」の
実施により、介護ロボット等
の導入施設数は、目標値を大
幅に上回った。
　以上の理由により、「大変
順調」と判断。

54,00064,000

介護ロボットの改
良

5件
(H28～
29年
度）

4,108人
(H24年
度)

【評価理由】
　障害者スポーツ教室は新型
コロナウイルス感染症対策を
講じつつ開催するなどした
が、目標を達成出来ていない
ことに加え、障害者スポーツ
大会を中止したことから「や
や遅れ」と判断。

【課題】
　障害者スポーツの振興につ
いては、障害のある人のス
ポーツ活動を通じた社会参加
の促進のため、引き続き各事
業の参加者数の増加を図る必
要がある。

54,490 31,326
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保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

2,500 人 2,500 人

実
績

1,768 人 1,399 人

達
成
率

70.7 ％ 56.0 ％

目
標

320 人 320 人

実
績

263 人 299 人

達
成
率

82.2 ％ 93.4 ％

目
標

3 件

実
績

0 件

達
成
率

0.0 ％

目
標

実
績

2 件

達
成
率

目
標

実
績

5 件

達
成
率

100.0 ％

目
標

実
績

29 件

達
成
率

207.1 ％

　ICT/介護ロボッ
ト等を活用した
「北九州モデル」
の普及を図り、あ
わせて、感染症対
策に資する取組を
実施することで、
先進的介護の実効
性を高める。

先進
的介
護シ
ステ
ム推
進室

先進的介護
「北九州モデ
ル」推進事業

❸
⑧

71

Ⅳ-3-
(1)-③
福祉な
どの分
野にお
ける人
材育成
の支援

やや
遅れ

　令和3年4月、市内の介護施
設を対象とした北九州モデル
の導入支援拠点として「北九
州市介護ロボット等導入支
援・普及促進センター（以下
「センター」という。）」を
開設し、市内5施設への北九
州モデル導入を支援すること
で、施設の職場改善に繋がっ
た。
　また、センターによる北九
州モデルの情報発信や、人材
育成を目的とした「介護ロ
ボットマスター育成講習」の
実施により、介護ロボット等
の導入施設数は、目標値を大
幅に上回った。
　以上の理由により、「大変
順調」と判断。

大変
順調

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、従前
のような集合研修・グループ
ワーク形式での実施が難しい
中、オンライン方式での開催
や、前年度中止していた出張
研修を再開するなど研修の機
会の提供は前年度より大幅に
増えたが、研修受講者数が目
標を下回ったため、「やや遅
れ」と判断。

54,000

10,705

3,404 3,400

2台
（H29年
度）

年間5件

2,960

介護ロボット等導
入施設数

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

年間
14～15件

―

120件
(R5年
度)

15件
(R5年
度)

69

77件
(R2年
度)

1件
（R1年
度）
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介護ロボットの改
良

5件
(H28～
29年
度）

単年度目標
設定なし

介護サービス従事
者研修受講者数

❸
⑧

北九州モデル導入
を含む職場改善件
数

※中期目標改訂
（R4年度目標設定
時）

職場環境改善セミ
ナー参加者数

❸
⑧

介護のしごと
「人材定着・
職場環境改
善」事業

介護
保険
課

　高齢化の進展に
伴い必要となる介
護人材の定着・介
護職場の環境改善
を図るため、介護
事業所経営者のマ
ネジメント力向上
支援、介護事業所
の積極的な職場環
境改善の取組を顕
彰する事業を実施
する。

介護
保険
課

　介護サービス従
事者を対象として
職種別専門研修、
全事業者に共通す
る基礎的研修によ
り介護サービスの
質の向上と介護従
事者のスキルアッ
プを図る。

介護保険適正
化事業（介護
人材の育成）

64,000

12件
(H28～
R2年度)

実証により北九州
で開発されたロ
ボット等の台数
（本事業による件
数）

―

　介護人材の育成や介護
サービスの質の向上のた
め、引き続き介護サービス
事業者に対する支援を計画
に沿って実施していく。ま
た、事業の実施にあたって
は、福岡県等の関係機関と
連携を図る。
　また、北九州モデルを普
及促進することで、市内介
護施設の「介護の質の向
上」及び「生産性の向上」
を実現し、北九州モデルの
実践効果を高めるため、介
護現場のニーズに沿った介
護ロボット等の開発・改良
を推進する。

【評価理由】
　介護サービスの質の確保・
向上に向け、介護人材の育成
を図る研修や、人材確保・環
境改善のための取組を計画に
沿って実施しており、適宜、
事業内容の見直しを行うなど
適切に取組を推進している。
　先進的介護「北九州モデ
ル」推進事業は着実に中期目
標に近づいており、「北九州
市介護ロボット等導入支援・
普及促進センター」を窓口と
して、市内介護施設に介護ロ
ボット等の普及が進んでいる
と考えられる。
　以上のことから、「順調」
と判断。

【課題】
　介護人材の育成・介護サー
ビスの質の向上にあたって
は、介護サービス事業所の
ニーズや課題等に応じて、研
修内容を常に見直していく必
要がある。
　先進的介護「北九州モデ
ル」推進事業については、引
き続き介護現場のニーズに
沿った介護ロボット等の普及
を進めると同時に、ロボット
を使いこなすための人材育成
を含めた、導入後のフォロー
が必要。

順調

57,496

4,919

15,169

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、オン
ライン方式に変更して実施し
た結果、目標値には届かな
かったものの、前年度を上回
る参加人数となったことか
ら、「順調」と判断。

順調1,680
286人
(H28年
度)

2,485人
(H28年
度)

3件
(H29～
R2年度)

15,279

320人
(毎年
度)

2,500人
(毎年
度)

97



保健福祉局

令和3年度　行政評価の取組結果（保健福祉局）

指標名等 現状値
(基準値)

中期
目標

決算額
（千円）

予算額
（千円）

決算額
（千円）

金額
（千円）

事業
評価

評価の理由
局施策
評価

局施策評価の理由及び課題

R3年度R2年度

R3年度
 R5年度予算要求に向けた

施策の方向性

【Plan】　計画　 ／　【Do】　実施

施策番号
・施策名

No.
基本計画の施策

を構成する
主な事業・取組

主要
事業
所管
課名

人件費
（目安）SDGs

ｺﾞｰﾙ
番号 R2年度

事業・取組概要
事業評価の成果指標（目標・実績）

【Check】　評価　 ／　【Action】　改善

R3年度

目
標

90 人 90 人

実
績

95 人 97 人

達
成
率

105.6 ％ 107.8 ％

目
標

266 人 255 人

実
績

206 人 254 人

達
成
率

77.4 ％ 99.6 ％

目
標

3 人 2 人

実
績

1 人 2 人

達
成
率

33.3 ％ 100.0 ％

Ⅳ-3-
(2)-③
能力や
意欲を
活かし
た中高
年齢者
や障害
のある
人の就
業促進

72

―

100人
(H26年
度)

障害者就労支
援事業

　障害者就労支援について
は、障害のある人の更なる
雇用促進を図るため、新た
な職場開拓や企業の意識啓
発及び就労移行支援事業所
等に対する効果的な支援を
行うとともに、「障害者
ワークステーション北九
州」において、民間企業へ
の就職につなげるための取
組を継続して行う。

順調

順調

88人
(H26年
度)

255人
（R5年
度）

90人
(毎年
度)

7人
(R3年度
からR7
年度ま
での累
計)

障害者しごとサ
ポートセンター利
用者の就職人数

　保健福祉局障害
福祉企画課内に設
置した｢障害者ワー
クステーション北
九州｣において、会
計年度任用職員と
して雇用した知
的・精神障害のあ
る人が専任指導員
のもと、市役所内
のデータ入力やラ
ベル貼りなどの軽
易な業務に従事
し、その経験を踏
まえ、民間企業へ
の就職につなげる
ための取り組みを
推進する。

　障害者しごとサ
ポートセンターを
拠点に、障害のあ
る人本人の能力や
特性に応じたきめ
細かな対応を行う
とともに、新たな
職場開拓や企業の
意識啓発及び就労
移行支援に対する
効果的な支援への
取組みを通じて、
障害者雇用の促進
を目指す。

73

障害者ワークス
テーションで働く
障害のある人の民
間企業等への就職
者数

❽

障害
福祉
企画
課

福祉施設から一般
就労への移行件数

障害
福祉
企画
課

❽

障害者ワーク
ステーション
事業

7,650

6,22037,683

500

順調

【評価理由】
　障害者しごとサポートセン
ター利用者の就職人数は目標
を達成し、福祉施設からの就
職件数は254件と達成率が9割
を超えているため、「順調」
と判断。

【課題】
　障害者雇用促進法の改正に
より、令和3年3月から民間企
業の法定雇用率が2.2％から
2.3％に引き上げられたこと
から、障害者しごとサポート
センターを拠点として関係機
関との連携のもと、更なる取
組の充実を図る必要がある。
障害者ワークステーション事
業については、会計年度任用
職員として雇用している障害
のある人を民間企業等への就
職につなげるために関係機関
と連携しながら取組を継続し
ていく必要がある。

　令和3年度に任用期間が満
了となった会計年度任用職員
2名が民間企業への就職につ
ながった。
　達成率が100％であったた
め、「順調」と判断。

　障害者しごとサポートセン
ター利用者の就職人数は目標
を達成した。福祉施設から一
般就労への移行件数は254件
であり、達成率が9割を超え
たため、「順調」と判断。

150 263

34,631 37,283
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